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ごあいさつ 

 

わ が 国 は 令 和 ７ （ 2025） 年 に は 、 い

わ ゆ る 「 団 塊 の 世 代 」 が 75 歳 以 上 と

な り 、 令 和 22（ 2040） 年 頃 に は 、 総

人 口 ・ 現 役 世 代 人 口 が 減 少 す る 中 で 、

高 齢 者 人 口 が ピ ー ク を 迎 え る と さ れ て

い ま す 。 本 村 に お い て も 、 近 年 、 高 齢

者 人 口 が 増 加 し て お り 、 今 後 高 齢 化 が

さ ら に 進 む こ と が 見 込 ま れ て い る こ と

か ら 、 高 齢 者 自 ら が 、 健 康 づ く り や 介

護 予 防 ・ 重 度 化 防 止 、 生 き が い づ く り

等 に 取 り 組 め る よ う な 施 策 展 開 が 重 要 と な っ て ま い り ま す 。  

ま た 、 一 人 暮 ら し 高 齢 者 や 高 齢 者 の み 世 帯 、 認 知 症 高 齢 者

な ど 、 支 援 が 必 要 な 方 の 増 加 に よ り 、 地 域 全 体 で の 支 え 合 い

が よ り 一 層 求 め ら れ て い る こ と か ら 、 重 度 な 要 介 護 状 態 と

な っ て も 住 み 慣 れ た 地 域 で 自 分 ら し い 暮 ら し を 人 生 の 最 期 ま

で 続 け る こ と が で き る よ う 、 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム を 深 化 ・

推 進 し 、 全 て の 人 々 が 地 域 、 暮 ら し 、 生 き が い を 共 に 作 り 、

高 め 合 う こ と が で き る 地 域 共 生 社 会 の 実 現 を 図 り ま す 。  

本 計 画 の 策 定 に あ た っ て は 、 高 齢 者 の 状 況 や ニ ー ズ を 把 握

す る た め の ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 し 、 こ れ に 基 づ き 高 齢 者 を

支 え る 総 合 的 な 計 画 と し て 取 り ま と め を 行 っ て ま い り ま し た 。  

こ れ か ら の ３ 年 間 の 高 齢 者 施 策 は 、 本 計 画 に 基 づ き 地 域 の

皆 様 や 様 々 な 団 体 と 連 携 し な が ら 推 進 し て ま い り ま す 。 さ ら

に 介 護 保 険 事 業 に つ い て は 、 保 険 料 と 給 付 の バ ラ ン ス を 見 極

め 、 利 用 者 の 立 場 に 立 っ た サ ー ビ ス を 質 ・ 量 と も に 継 続 し て

提 供 し て ま い り た い と 考 え て お り ま す 。  

結 び に 、 本 計 画 の 策 定 に あ た り 貴 重 な ご 意 見 を い た だ き ま

し た 村 民 の 皆 様 や 、 大 玉 村 介 護 保 険 運 営 協 議 会 委 員 の 皆 様 を

は じ め 、 関 係 各 位 に 心 か ら 感 謝 を 申 し 上 げ ま す 。  

 

令 和 ３ 年 ３ 月  

大玉村長  押山 利一  
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第１章 計画の概要 

１．計画策定の背景と目的 

わが国では、高齢化が諸外国に例をみないスピードで進んでおり、内閣府の令和２

年版高齢社会白書によると、総人口に占める高齢者の割合（高齢化率）は令和元年

10 月１日現在で 28.4％に達しています。さらに団塊世代が 75 歳以上となる令和７

（2025）年に65歳以上人口は3,677万人（高齢化率：30.0％）に達すると見込まれ、

団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年頃には、総人口・現役世代人

口が減少する中で、高齢者人口がピークを迎えるとされています。 

今後は一人暮らし高齢者世帯や高齢者のみ世帯の増加、認知症高齢者の増加等によ

り、地域全体での支え合いがより一層求められる一方、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響により、身体的距離の確保やマスクの着用、咳エチケットの徹底をはじめ、

集団感染防止のための３つの密（密集・密閉・密接）の回避等、新たな生活様式も求

められるようになっています。 

こうした状況を踏まえ、国では令和２年７月 28 日に「令和７（2025）年・令和 22

（2040）年を見据えた中長期的な視点での計画の策定」や「認知症施策推進大綱を踏

まえた認知症施策の推進」、「感染症対策に係る備えの重要性」等を記載した第８期

計画における基本指針を公表しています。 

本村では誰もが笑顔あふれる日々を過ごすことができるよう、「地域包括ケアシス

テムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の内容を反映しつつ、『空

はればれ 心あったか みんなで支えあう おおたまむら』の基本理念の下、平成

30 年４月から３年間を計画期間とする「大玉村第８期高齢者福祉計画・第７期介護

保険事業計画」を策定し、高齢者施策を進めてきました。 

今後も地域共生社会を実現し、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続け

ることができるよう、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律」の内容を継承しつつ、国が示す第８期計画における基本指針の内容を

踏まえ、本計画を策定いたします。 

 

※令和７年及び令和 22 年については、第８期計画における国の基本指針の記載に合

わせ、西暦を併記しています。 
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２．第８期計画策定のポイント 

（１）第８期計画における基本指針 
 

基本指針のポイントは以下のとおりです。 
 

基本指針見直しのポイント 

①地域共生社会の実現 
●地域共生社会の理念や考え方を踏まえた、包括的な支援体制の整

備や具体的な取り組みが重要 

②令和 7（2025）年・令和

22（2040）年を見据えた

サービス基盤、人的基盤の整

備 

●令和７（2025）年、令和 22（2040）年に向け、地域により

高齢化の状況、介護需要が異なることが想定される。介護需要の

大きな傾向を把握した上で、サービス整備の絶対量、期間を勘案

することが重要 

●介護需要が成熟化する場合も、介護需要の見込みにあわせて過不

足ないサービス基盤の整備や都道府県等とも連携して広域的な整

備を進めることが必要 

③介護予防・健康づくり施策の

充実・推進（地域支援事業等

の効果的な実施） 

●高齢者等が社会で役割を持ち活躍できる多様な就労・社会参加が

できる環境整備を進めることが必要であり、介護予防・健康づく

りの取り組みを強化して健康寿命の延伸を図ることが必要 

④有料老人ホームとサービス付

き高齢者住宅に係る都道府

県・市町村間の情報連携の強

化 

●高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるための「自宅」と「介護

施設」の中間に位置する住宅や、生活面で困難を抱える高齢者へ

の住まいと生活支援を一体的に提供する取り組みが進み、その質

の確保や、適切にサービス基盤整備することが必要 

⑤認知症施策推進大綱等を踏ま

えた認知症施策の推進 

●認知症施策推進大綱に基づき「共生」と「予防」を車の両輪とし

た５つの柱に基づく認知症施策が必要 

【５つの柱】 

①普及啓発・本人発信支援 

②予防 

③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参

加支援 

⑤研究開発・産業促進・国際展開 

⑥地域包括ケアシステムを支え

る介護人材確保及び業務効率

化の取り組みの強化 

●令和７（2025）年以降は現役世代の減少により、介護人材の確

保がより深刻になるため、人材確保を都道府県と市町村が連携

し、計画的に進める必要がある 

⑦災害や感染症対策に係る体制

整備 

●日頃から介護事業所等と連携し、避難訓練の実施や防災啓発活

動、介護事業所等におけるリスクや、食料、飲料水、生活必需

品、燃料その他の物資の備蓄・調達状況の確認を行うことが重要 

●訓練の実施や感染拡大防止策の周知啓発、感染症発生時に備えた

平時からの事前準備、感染症発生時の代替サービスの確保に向け

た連携体制の構築等を行うことも必要 
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（２）地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの深化・推進 
 

地域包括ケアシステムとは、団塊の世代※が 75 歳以上となる令和７（2025）年を目途に、

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける

ことができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組みの

ことです。地域包括ケアシステムを強化することで、子ども・高齢者・障がい者等全ての

人々が地域、暮らし、生きがいを共に作り、高め合うことができる地域共生社会の実現を

図ります。 

◇地域包括ケアのとらえ方 

● 地域包括ケアシステムの５つの構成要素（住まい・

医療・介護・予防・生活支援）をより詳しく、またこ

れらの要素が互いに連携しながら有機的な関係を

担っていることを図示したものです。 

● 地域における生活の基盤となる「住まい」「生活支

援」をそれぞれ、植木鉢、土ととらえ、専門的な

サービスである「医療・看護」「介護・リハビリテー

ション」「保健・予防」を植物ととらえています。 

 

 

出典：厚生労働省資料 

 
出典：厚生労働省資料 

 

 

 

 

※ 団塊の世代：戦後の第一次ベビーブーム期（昭和 22～24 年頃）に生まれ、日本の高度成長期とともに育った世代とさ 

       れる。 
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３．計画の根拠・位置付け 

本計画は、介護保険法第 117 条に基づき市町村が定める「市町村介護保険事業計

画」、老人福祉法第 20 条の８に基づき市町村が定める「市町村老人福祉計画」にあ

たり、本村は、この２つの計画を一体として策定しています。 

また、本村の行財政運営の最上位計画である「大玉村総合振興計画」におけるむら

づくりの理念の下、高齢者保健福祉分野の個別計画にあたります。そして「いきいき

おおたま健康プラン 21」、「大玉村健康長寿推進計画」、「大玉村障がい者基本計

画」、「大玉村地域防災計画」等と調整を行い、進めていきます。 

◇計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国の関連計画 

健康日本 21 

（第２次・平成 25-令和４年度） 

障害者基本計画 

（第４次・平成 30-令和４年度） 

第７次医療計画 

（平成 30-令和５年度） 

第３期医療費適正化計画 

（平成 30-令和４年度） 

福島県の関連計画 

第二次健康ふくしま 21 

（平成 25-令和４年度） 

第九次福島県高齢者保健福祉計画・ 

第八次福島県介護保険事業計画 

（令和３-５年度） 

第五次大玉村総合振興計画 

（令和３-12年度） 

 

健康・医療・福祉 

いきいきおおたま健康プラン 21 

（平成 27-令和６年度） 

大玉村第９期高齢者福祉計画・ 

第８期介護保険事業計画 

（令和３-５年度） 

第六期福島県障がい福祉計画 

（令和３-５年度） 

第３次大玉村障がい者基本計画 

（令和３-12年度） 

第６期障がい福祉計画 

（令和３-５年度） 

第２期障がい児福祉計画 

（令和３-５年度） 
第七次福島県医療計画 

（平成 30-令和４年度） 

大玉村地域防災計画 

（令和２年度） 

第五次福島県障がい者計画 

（令和３-８年度） 

大玉村健康長寿推進計画 

（令和元-10年度） 
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４．ＳＤＧｓの視点による福祉施策の推進／ＳＤＧｓとのかかわり 

ＳＤＧｓとは、2015 年９月の国連サミットで採択された 2030 年を期限とする、先

進国を含む国際社会全体の開発目標です。持続可能な世界を実現するための 17 の目

標と 169のターゲットで構成され、地球上の「誰一人として取り残さない」社会の実

現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範囲な課題に対する統合的な取り組みが示

されています。 

本村においても、17 の目標のうち特に以下の目標を踏まえ、高齢者保健福祉施策

を推進していきます。 

◇17の目標（ゴール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目標３ 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な 

生活を確保し、福祉を促進する 

目標１ 

あらゆる場所あらゆる形態の 

貧困を終わらせる 
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５．計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和５年度の３か年です。 

ただし、地域包括ケアシステムの構築は、いわゆる団塊の世代が後期高齢者に到達

する令和７（2025）年、現役世代が減少する令和 22（2040）年を視野に入れて取り

組んでおり、中期的な展望のもと高齢者施策を推進していきます。 

◇計画期間 

 

               

平成 

27 

年度 

平成 

28 

年度 

平成 

29 

年度 

平成 

30 

年度 

平成 

31 

年度 

令和 

２ 

年度 

令和 

３ 

年度 

令和 

４ 

年度 

令和 

５ 

年度 

令和 

６ 

年度 

令和 

７ 

年度 

令和 

８ 

年度 

令和 

９ 

年度 

令和 

10 

年度 

令和 

11 

年度 

               

 

６．計画策定の体制 

本計画の策定にあたっては、高齢者に日常生活の状況等をうかがうアンケート調査

を実施し、計画に高齢者の方の意見等の反映に努めました。 

そして、保健・医療・福祉・介護の関係機関、団体の代表者、学識経験者等で構成

する「大玉村介護保険運営協議会」において、計画内容についてこれまでの取り組み

を踏まえて継続的にご検討いただき、計画に反映しました。 

また、幅広く村民の意見を反映するため、本村のホームページや健康福祉課窓口で

本計画案を公開し、意見を募集するパブリックコメントを実施、計画を策定しました。 

  

第６期計画 

第８期計画 

（本計画） 

第７期計画 

第９期計画 

第 10期計画 

令和７（2025）年度までの中長期的見通し 

団塊の世代が 

すべて後期高齢者へ 

令和 22（2040）年度を展望した視点 
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第２章 大玉村の高齢者を取り巻く状況 

１．人口の推移 

（１）65歳以上人口、高齢化率等の推移 

近年の本村の人口は微増傾向で推移しており、平成 29 年は 8,654 人でしたが、令

和２年は 8,774 人となっています。また、年齢構成では、０～14 歳の年少人口は平

成 29 年の 1,225 人（14.2％）から令和２年の 1,295 人（14.8％）に増加しています

が、15～64歳人口は 5,197人（60.0％）から 5,119人（58.3％）に減少しています。

65 歳以上の高齢者人口は、平成 29 年の 2,232 人（25.8％）から令和２年の 2,360 人

（26.9％）に増加しています。 

◇人口の推移（各年９月末日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和２年 

65歳以上 

（高齢化率） 
25.8 26.1 26.3 26.9 

15～64歳 60.0 59.3 59.0 58.3 

０～14歳 14.2 14.6 14.7 14.8 

合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 

資料：住民基本台帳          

 

※構成比については、合計を 100.0％とするため、一部小数点以下の数値を調整して

いるものがあります 

  

1,225 1,275 1,289 1,295 

5,197 5,199 5,178 5,119 

2,232 2,282 2,310 2,360 

8,654 8,756 8,777 8,774 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

65歳以上

15～64歳

0～14歳

（人）
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（２）世帯の推移 

本村の世帯数は増加しており、平成 22年は 2,249世帯で、平成 27年は 2,616世帯

となっています。そのうち 65 歳以上世帯員がいる世帯も増加しており、世帯構成で

は同居親族世帯が減り、単独世帯、夫婦のみの世帯、夫婦と子供の世帯の比率が高く

なっています。 

◇世帯数の推移（各年 10月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査 
 

  

（2,249世帯） 

 
 （2,249世帯） 

13.4

6.9

17.7

12.2

単独世帯

15.3

11.6

13.9

12.0

夫婦のみ

12.3

9.3

28.4

26.7

夫婦と子供

7.6

6.3

8.3

7.3

ひとり親と子供

51.2

65.4

31.3

41.1

同居親族世帯

0.1

0.6

0.3

0.7

非親族世帯

平成27年

平成22年

平成27年

平成22年

（％）

65歳

以上
世帯

員あり

核家族世帯

総数
（2,249世帯） 

（2,616世帯） 

（1,250世帯） 

（1,394世帯） 
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本村の高齢者独居世帯数は増加しており、平成 22 年は 86 世帯で、平成 27 年には

187世帯に増え、高齢者独居世帯の割合は 7.2％を占めています。また、ともに 65歳

以上の夫婦のみの世帯の割合も増加しており、平成 22 年の 4.7％から平成 27 年の

6.7％に上昇しています。 

◇高齢者のいる世帯の推移（各年 10月１日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 

◇65歳以上の夫婦のみ世帯数の推移（各年 10月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

  

86

1873.8%

7.2%

9.2%
10.7%

8.3%

11.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

0

50

100
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250

平成22年 平成27年

高齢者独居

世帯数

高齢者独居

世帯の割合

（村）

高齢者独居

世帯の割合
（県）

高齢者独居

世帯の割合
（国）

（世帯）

145

213

106

174

4.7%

6.7%7.9%

9.0%8.4%

9.9%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

0

50

100

150

200

250

300

平成22年 平成27年

いずれかが65歳以

上の夫婦のみの世
帯数

ともに65歳以上の

夫婦のみの世帯数

ともに65歳以上の

夫婦のみの世帯の
割合（村）

ともに65歳以上の

夫婦のみの世帯の
割合（県）

ともに65歳以上の

夫婦のみの世帯の
割合（国）

（世帯）
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（３）要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数は、令和２年で 370 人となっており、平成 29 年度から 45

人増加していますが、認定率（65 歳以上人口に占める要支援・要介護認定者の割合）

は全国平均より低い水準となっています。要介護度別分布状況は、令和２年度で要介

護２が 21.1％で最も多く、次いで要介護４が 17.0％を占めています。 

◇要支援・要介護認定者数の推移（各年９月末日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

 
平成 

29年 

平成 

30年 

令和 

元年 

令和 

２年 

要介護５ 11.1 10.1 9.9 11.1 

要介護４ 18.2 17.9 14.4 17.0 

要介護３ 19.1 17.6 19.8 15.1 

要介護２ 22.5 23.2 21.0 21.1 

要介護１ 16.9 19.9 19.0 16.2 

要支援２ 6.1 6.2 9.7 10.3 

要支援１ 6.1 5.1 6.2 9.2 

合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 

資料：介護保険事業状況報告 

 

※構成比については、合計を 100.0％とするため、一部小数点以下の数値を調整して

いるものがあります 

  

20 17 22 34
20 21 34

38
55 67

67
60

73
78

74
78

62
59

70 56
59

60
51 6336

34
35

41
14.6% 14.7%

15.3% 15.7%

18.1% 18.3% 18.5% 18.6%

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

0

100

200

300

400

500

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

認定率

（村）
認定率

（国）

（人）
（％）325 336 353 370
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（４）介護保険サービス受給者数の推移 

１ヶ月平均介護保険サービス受給者数は、令和２年度で299人となっており、18人

増加しています。 

受給者の割合をみると、居宅介護（介護予防）サービス利用者が平成 29 年度の

59.2％から令和２年度の 65.3％に上昇しています。 

◇介護保険サービス受給者数の推移（各年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

施設介護サービス 36.0 35.7 32.1 29.6 

地域密着型（介護予防）
サービス 

4.8 4.1 5.1 5.1 

居宅介護（介護予防）
サービス 

59.2 60.2 62.8 65.3 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 

（令和２年度は４～６月の合計値からの見込み） 

資料：介護保険事業状況報告 

 

 

 

 

  

166 169 
186 195 

14 12 

15 
15 

101 100 

95 89 

0

50

100

150

200

250

300

350

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

施設介護

サービス

地域密着型

サービス

居宅介護

サービス

（人）

281 280
295 299
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（５）高齢者の就業状況等 

就業者数は、平成 22年の 4,077人から平成 27年は 4,585人に増加しています。 

そのうち、高齢の就業者数は平成 22年の 338人から平成 27年は 614人と、５年で

1.8 倍となっています。産業別では第１次産業に従事する高齢者が多いものの、第２

次産業・第３次産業に従事する高齢者も増えています。 

◇産業別就業者数及び 65歳以上就業者数の推移（10月１日現在） 

（人） 

 平成 22年 平成 27年 

総数 うち 65歳以上 総数 うち 65歳以上 

第１次産業 492 222 566 362 

第２次産業 1,462 27 1,537 84 

第３次産業 2,120 89 2,469 164 

分類不能 3 0 13 4 

合計 4,077 338 4,585 614 

資料：国勢調査 

◇65歳以上就業者数の推移（10月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

  

0 4
89

16427

84
222

362

17.1%

27.7%

10.5%

23.1%

10.0%

22.5%

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0

100

200

300

400

500

600

700

平成22年 平成27年

第１次産業

第２次産業

第３次産業

分類不能

65歳以上の

就業率（村）

65歳以上の

就業率（県）

65歳以上の

就業率（国）

（人）
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２．人口の推計 

（１）65歳以上人口、高齢化率等の推計 

本村の人口は年少人口・高齢者人口の増加により、令和３年以降も人口が増加する

傾向となっており、計画最終年の令和５年には０～14 歳は 1,344 人（令和２年に比

べ 49 人増）、15～64 歳人口は 5,144 人（令和２年に比べ 25 人増）、65 歳以上人口

は 2,433人（令和２年に比べ 73人増）となっています。 

令和７年及び令和 22年については参考値として掲載しています。 

◇人口の推移（各年９月末日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

 実績値 推計値 参考値 

 
平成 

29年 

平成 

30年 

令和 

元年 

令和 

２年 

令和 

３年 

令和 

４年 

令和 

５年 

令和 

７年 

令和 

22年 

65歳以上 

（高齢化率） 
25.8 26.1 26.3 26.9 27.2 27.1 27.3 27.6 26.2 

15～64歳 60.0 59.3 59.0 58.3 58.1 58.0 57.7 57.2 59.3 

０～14歳 14.2 14.6 14.7 14.8 14.6 14.9 15.1 15.2 14.6 

合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

資料：平成 29 年～令和２年：住民基本台帳、 

令和３年～令和 22 年：住民基本台帳（平成 28 年から令和２年９月 30 日現在）を用いた 

コーホート・センサス変化率法にて算出 

※構成比については、合計を 100.0％とするため、一部小数点以下の数値を調整しているもの 

があります 

  

1,225 1,275 1,289 1,295 1,290 1,326 1,344 1,366 1,389 

5,197 5,199 5,178 5,119 5,128 5,143 5,144 5,154 5,648 

2,232 2,282 2,310 2,360 2,402 2,405 2,433 2,488 
2,494 

8,654 8,756 8,777 8,774 8,820 8,874 8,921 9,008 
9,531 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和7年 令和22年

65歳以上

15～64歳

0～14歳

（人） 実績値 推計値 参考値
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（２）要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数は、令和３年以降、微増傾向となっており、計画最終年の

令和５年には 388 人（令和２年に比べ 18 人増）、認定率は 15.9％（令和２年に比べ

0.2％ポイント増）となっています。要介護度別分布状況は、令和５年で要介護２が

21.9％で最も多く、次いで要介護１が 16.0％を占めています。 

令和７年及び令和 22年については参考値として掲載しています。 

◇要支援・要介護認定者数の推移（各年９月末日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

 

実績値 推計値 参考値 

平成 

29年 

平成 

30年 

令和 

元年 

令和 

２年 

令和 

３年 

令和 

４年 

令和 

５年 

令和 

７年 

令和 

22年 

要介護５ 11.1 10.1 9.9 11.1 11.1 11.3 11.3 11.7 11.5 

要介護４ 18.2 17.9 14.4 17.0 16.9 16.4 15.7 15.9 15.8 

要介護３ 19.1 17.6 19.8 15.1 15.1 15.0 15.2 14.4 14.5 

要介護２ 22.5 23.2 21.0 21.1 21.2 21.6 21.9 22.2 21.2 

要介護１ 16.9 19.9 19.0 16.2 15.3 15.8 16.0 15.9 15.0 

要支援２ 6.1 6.2 9.7 10.3 11.1 10.8 10.6 10.4 10.7 

要支援１ 6.1 5.1 6.2 9.2 9.3 9.0 9.3 9.4 11.3 

合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

資料：介護保険事業状況報告      

 

※構成比については、合計を 100.0％とするため、一部小数点以下の数値を調整しているものが

あります 
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全体 (119)

要介護１・２ (83)

要介護３～５ (36)

62.7

61.1

37.3

38.9

(%)
ｎ

62.2 37.8

(%)

玉
井

地
区

大
山

地
区

全  体 (1,393)

一般高齢者 (1,227)

要支援者 (51)

63.3

72.5

34.4

25.5

2.3

2.0

(%)
ｎ

61.6 34.4 4.0

(%)

玉
井

地
区

大
山

地
区

無
回

答

３．介護予防・日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査結果 

本計画の策定にあたり、認定を受けていない高齢者と要支援認定者は、介護予防・

日常生活圏域ニーズ調査を、要介護１以上の在宅で生活する要介護認定者には在宅介

護実態調査を実施しました。 

◇調査概要 

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査 

調査対象 
65歳以上の高齢者（要支援認定者・総

合事業対象者を含む） 

65 歳以上の要介護認定を受けている

高齢者 

調査方法 
郵送により配布・回収（無記名式による

回答） 
郵送により配布・回収 

調査時期 令和２年１月 31日～２月 21日 令和２年１月 31日～２月 21日 

回収率 68.7％ 70.0％ 

  ※調査基準日：令和２年１月１日 

 

（１）居住地区・世帯状況 

① 居住地区 

一般高齢者と要支援認定者の全体では、「玉井地区」が 61.6％、「大山地区」が

34.4％となっています。認定状況別にみると、要支援者では「玉井地区」が

72.5％、「大山地区」が 25.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 
 

 

要介護認定者の全体では「玉井地区」が 62.2％、「大山地区」が 37.8％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 
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全  体 (1,393)

一般高齢者 (1,227)

要支援者 (51)

7.6

13.7

24.0

15.7

4.6

0.0

30.9

35.3

26.4

29.4

6.5

5.9

(%)ｎ

8.0 24.0 4.4 30.7 26.1 6.7

(%)

1
人

暮
ら
し

夫
婦

2
人
暮

ら
し

（

配

偶
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6
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夫
婦

2
人
暮

ら
し

（

配

偶
者
6

4
歳
以

下
）

息
子

・
娘
と

の

2
世

帯

そ
の

他

無
回

答

（上段：件　下段：％）

調
査
数

1
人
暮
ら
し

夫
婦
2
人
暮
ら
し

（
配
偶
者
6
5
歳
以
上

）

夫
婦
2
人
暮
ら
し

（
配
偶
者
6
4
歳
以
下

）

息
子
・
娘
と
の
2
世
帯

そ
の
他

無
回
答

全  体 1,393 112 335 61 428 363 94

 100.0 8.0 24.0 4.4 30.7 26.1 6.7

７４歳以下 748 56 201 42 214 204 31

 100.0 7.5 26.9 5.6 28.6 27.3 4.1

７５～８４歳 416 31 103 11 140 95 36

 100.0 7.5 24.8 2.6 33.7 22.8 8.7

８５歳以上 189 19 21 6 66 51 26

 100.0 10.1 11.1 3.2 34.9 27.0 13.8

 

年
齢
別

② 家族構成 

一般高齢者と要支援認定者の全体では、「息子・娘との２世帯」が 30.7％と最も

多く、以下「夫婦２人暮らし（配偶者 65 歳以上）」（24.0％）、「１人暮らし」

（8.0％）、「夫婦２人暮らし（配偶者 64 歳以下）」（4.4％）となっています。認

定状況別にみると、一般高齢者で「夫婦２人暮らし（配偶者 65 歳以上）」が 24.0％

と要支援者（15.7％）に比べ多く、要支援者では「１人暮らし」が 13.7％と一般高

齢者（7.6％）に比べ多くなっています。また、年齢別では「息子・娘との２世帯」

が 74歳以下で 28.6％、75～84歳で 33.7％、85歳以上で 34.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 
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全体 (119)

要介護１・２ (83)

要介護３～５ (36)

14.5

13.9

18.1

11.1

63.9

75.0

3.6

0.0

(%)
ｎ

14.3 16.0 67.2

2.5

(%)

単
身

世
帯

夫
婦

の
み
世

帯

そ
の

他

無
回

答

全  体 (1,393)

一般高齢者 (1,227)

要支援者 (51)

23.4

25.5

33.3

41.2

24.9

9.8

18.4

23.5

(%)ｎ

23.8 33.5 23.5 19.1

(%)

よ
く

あ
る

た
ま

に
あ
る

な
い

無
回

答

（上段：件　下段：％）

調
査
数

単
身
世
帯

夫
婦
の
み
世
帯

そ
の
他

無
回
答

全  体 119 17 19 80 3

 100.0 14.3 16.0 67.2 2.5

７４歳以下 16 3 3 10      -

 100.0 18.8 18.8 62.5      -

７５～８４歳 31 7 6 17 1

 100.0 22.6 19.4 54.8 3.2

８５歳以上 72 7 10 53 2

 100.0 9.7 13.9 73.6 2.8

 

年
齢
別

 

要介護認定者の全体では、「夫婦のみ世帯」が 16.0％、「単身世帯」が 14.3％と

なっています。認定状況別にみると、要介護１・２で「夫婦のみ世帯」が 18.1％と

要介護３～５（11.1％）に比べ多くなっています。また、年齢別では、75～84 歳で

「単身世帯」が 22.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

③ 日中独居の状況 

一般高齢者と要支援認定者の全体では、日中、一人になることが「たまにある」が

33.5％と最も多く、以下「よくある」（23.8％）、「ない」（23.5％）となっていま

す。認定状況別にみると、一般高齢者で「ない」が 24.9％と要支援者（9.8％）に比

べ多く、要支援者では「たまにある」が 41.2％と一般高齢者（33.3％）に比べ多く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 
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全体 (75)

要介護１・２ (49)

要介護３～５ (26)

24.5

11.5

36.7

50.0

26.5

30.8

2.0

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

6.1

7.7

(%)
ｎ

20.0 41.3 28.0

1.3 2.7 0.0

6.7

(%)

配
偶

者

子 子
の

配
偶
者

孫 兄
弟

・
姉
妹

そ
の

他

無
回

答

全体 (119)

要介護１・２ (83)

要介護３～５ (36)

28.9

22.2

8.4

5.6

6.0

2.8

4.8

5.6

39.8

58.3

12.0

5.6

(%)
ｎ

26.9 7.6 5.0 5.0 45.4 10.1

(%)

な
い

家
族

・
親
族

の
介
護

は
あ

る
が
、

週
に
１

日
よ

り
も
少

な
い

週
に

１
～

２

日
あ
る

週
に

３
～

４

日
あ
る

ほ
ぼ

毎
日
あ

る

無
回

答

全  体 (1,393)

一般高齢者 (1,227)

要支援者 (51)

84.8

21.6

6.9

21.6

2.6

51.0

5.7

5.9

(%)ｎ

80.4 8.3 5.0 6.2

(%)

介
護

・
介
助

は
必
要

な
い

何
ら

か
の
介

護
・
介

助
は

必
要
だ

が
、

現

在
は

受
け
て

い
な
い

現
在
、

何
ら

か
の
介

護
を

受
け
て

い
る

（

介

護
認
定

を
受
け

ず
に

家
族
な

ど
の
介

護
を

受
け
て

い
る
場

合
も

含
む
）

無
回

答

 

（２）介護が必要な状況 

一般高齢者と要支援認定者の全体では、「介護・介助は必要ない」が 80.4％と約

８割を占めています。一方、「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない」

（8.3％）と「現在、何らかの介護を受けている（介護認定を受けずに家族などの介

護を受けている場合も含む）」（5.0％）を合わせた“介護が必要”な人は 13.3％と

なっています。認定状況別にみると、一般高齢者で“介護が必要”は 9.5％となって

いるのに対し、要支援者では 72.6％と７割以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 
 

要介護認定者の全体では、家族や親族からの介護が「ほぼ毎日ある」が 45.4％と
最も多く、以下「家族・親族の介護はあるが、週に１日よりも少ない」
（7.6％）、「週に１～２日ある」「週に３～４日ある」（ともに 5.0％）となって
います。認定状況別にみると、要介護３～５で「ほぼ毎日ある」が 58.3％と要介護
１・２（39.8％）に比べ多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 
 

主な介護者は、「子」が 41.3％と最も多く、以下「子の配偶者」（28.0％）、

「配偶者」（20.0％）となっています。 

 

 

 

 

 
 

 

資料：在宅介護実態調査 
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全  体 (1,393)

一般高齢者 (1,227)

要支援者 (51)

ｎ

1.1

2.0

1.9

0.0

2.0

2.0

7.5

3.9

7.8

0.0

41.6

54.9

38.1

37.3

(%)(%)

1.0 1.9 1.9

7.0 7.3 41.7 39.1

週
４

回
以
上

週
２
～

３
回

週
１

回

月
１
～

３
回

年
に

数
回

参
加

し
て
い

な
い

無
回

答

全  体 (1,393)

一般高齢者 (1,227)

要支援者 (51)

0.8

0.0

0.9

0.0

0.7

0.0

5.7

3.9

8.8

5.9

26.7

23.5

56.5

66.7

(%)
ｎ

0.90.90.6

5.5 8.7 26.4 57.1

(%)

週
４

回
以
上

週
２
～

３
回

週
１

回

月
１
～

３
回

年
に

数
回

参
加

し
て
い

な
い

無
回

答

 

（３）地域活動等への参加 

① ボランティアグループへの参加 

一般高齢者と要支援認定者の全体では、「参加していない」が 41.7％と最も多く、

以下「年に数回」（7.3％）、「月１～３回」（7.0％）となっています。認定状況別

にみると、要支援者では「参加していない」が 54.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

② 老人クラブへの参加 

一般高齢者と要支援認定者の全体では、老人クラブ活動や地区のサロンへ「参加し

ていない」が 26.4％と最も多く、以下「年に数回」（8.7％）、「月１～３回」

（5.5％）となっています。認定状況別にみると、要支援者では「参加していない」

が 23.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 
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全  体 (1,393)

一般高齢者 (1,227)

要支援者 (51)

ｎ

2.9

2.0

31.3

15.7

50.9

68.6

4.9

3.9

10.0

9.8

(%)(%)

2.9

30.0 51.8 4.7 10.6

是
非

参
加
し

た
い

参
加

し
て
も

よ
い

参
加

し
た
く

な
い

既
に

参
加
し

て
い
る

無
回

答

全  体 (1,393)

一般高齢者 (1,227)

要支援者 (51)

7.3

5.9

44.0

29.4

31.9

47.1

6.1

7.8

10.7

9.8

(%)
ｎ

6.9 42.4 33.2 5.8 11.8

(%)

是
非

参
加
し

た
い

参
加

し
て
も

よ
い

参
加

し
た
く

な
い

既
に

参
加
し

て
い
る

無
回

答

 

③ 健康づくりや趣味等のグループ活動への参加意向 

一般高齢者と要支援認定者の全体では、「参加してもよい」が 42.4％と最も多く、

「是非参加したい」（6.9％）を合わせた“参加したい”人は 49.3％となっています。

また、「既に参加している」人は 5.8％となっている一方、「参加したくない」人は

33.2％となっています。認定状況別にみると、一般高齢者で“参加したい”人は

51.3％と要支援者（35.3％）に比べ多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

④ 健康づくり活動や趣味等のグループ活動の企画・運営（お世話役）としての参加意向 

一般高齢者と要支援認定者の全体では、「参加してもよい」（30.0％）と「是非参

加したい」（2.9％）を合わせた“参加したい”人は 32.9％となっています。また、

「既に参加している」人は 4.7％となっている一方、「参加したくない」人は 51.8％

と半数以上を占めています。認定状況別にみると、一般高齢者で“参加したい”人は

34.2％と要支援者（17.7％）に比べ多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 
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急病などの緊急時の手助け

家周りの環境整備（例：庭の手入れ、雪かきなど）

食事の準備・後片付け

災害時の手助け

家屋内の掃除

買物代行

ゴミ出し

外出支援（例：外出時の送迎）

簡単な家内での修理・修繕（例：家具や電気製品の

修理、電球の交換など）

定期的な安否確認

寝具などの大きな物の洗濯や天日干し

話し相手

金銭管理

代筆や代読

宅配の申し込みや受け取り等の支援

その他

特にない

無回答

36.7

30.1

28.7

27.9

24.7

24.6

22.4

21.9

13.9

13.9

11.8

9.8

3.6

2.7

2.3

1.2

25.5

8.6

37.2

30.6

29.5

28.7

24.7

25.8

23.2

22.7

13.6

14.4

11.3

10.3

3.6

2.2

2.1

1.3

25.2

7.8

29.4

35.3

19.6

21.6

13.7

21.6

13.7

21.6

17.6

11.8

17.6

7.8

2.0

3.9

2.0

2.0

23.5

13.7

0 5 10 15 20 25 30 35 40

全 体 n=(1,393)  

一般高齢者 n=(1,227)  

要支援者 n=(51)  

(%)

 

（４）利用したい生活支援サービス 

一般高齢者と要支援認定者の全体では、「急病などの緊急時の手助け」が 36.7％

と最も多く、以下「家周りの環境整備」（30.1％）、「食事の準備・後片付け」

（28.7％）、「災害時の手助け」（27.9％）、「家屋内の掃除」（24.7％）となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査  
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全体 (32)

要介護１・２ (21)

要介護３～５ (11)

19.0

9.1

71.4

36.4

4.8

9.1

4.8

18.2

0.0

0.0

0.0

27.3

(%)
ｎ

15.6 59.4 6.3 9.4

0.0

9.4

(%)

問
題

な
く
、

続
け
て

い
け

る

問
題

は
あ
る

が
、

何

と
か

続
け
て

い
け
る

続
け

て
い
く

の
は
、

や
や

難
し
い

続
け

て
い
く

の
は
、

か
な

り
難
し

い

主
な

介
護
者

に
確
認

し
な

い
と
、

わ
か
ら

な
い

無
回

答

全体 (119)

要介護１・２ (83)

要介護３～５ (36)

63.9

44.4

21.7

19.4

9.6

27.8

4.8

8.3

(%)ｎ

58.0 21.0 15.1 5.9

(%)

入
所

・
入
居

は
検
討

し
て

い
な
い

入
所

・
入
居

を
検
討

し
て

い
る

す
で

に
入
所

・
入
居

申
し

込
み
を

し
て
い

る 無
回

答

（５）介護に関すること 

① 施設入所・入居の検討 

要介護認定者の全体では、「入所・入居は検討していない」が 58.0％と最も多く、

以下「入所・入居を検討している」（21.0％）、「すでに入所・入居申し込みをして

いる」（15.1％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

② 介護者が働きながら介護を続けていけるか 

要介護認定者の全体では、「問題はあるが、何とか続けていける」が 59.4％と最

も多く、「問題なく、続けていける」（15.6％）と合わせた“今後も働きながら介護

を続けていける”人が 75.0％となっています。一方、「続けていくのは、かなり難

しい」（9.4％）と「続けていくのは、やや難しい」（6.3％）を合わせた“今後も働

きながら介護を続けていくのは難しい”が 15.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 
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全  体 (1,393)

一般高齢者 (1,227)

要支援者 (51)

46.0

43.1

16.4

13.7

5.3

7.8

1.0

0.0

28.1

33.3

3.3

2.0

(%)
ｎ

45.3 16.3 5.5

0.9

28.6 3.5

(%)

自
宅

病
院

施
設

そ
の

他

わ
か

ら
な
い

無
回

答

全  体 (1,393)

一般高齢者 (1,227)

要支援者 (51)

65.3

66.7

29.4

31.4

5.3

2.0

(%)
ｎ

63.7 30.6 5.7

(%)

知
っ

て
い
る

知
ら

な
い

無
回

答

（６）在宅医療について 

① 「在宅医療」の認知 

一般高齢者と要支援認定者の全体では、「知っている」が 63.7％と６割以上を占

めており、「知らない」は 30.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

② 最期を迎えたい場所 

一般高齢者と要支援認定者の全体では、「自宅」が 45.3％と最も多く、以下「病

院」（16.3％）、「施設」（5.5％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 
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４．介護サービスの利用状況 

（１）第７期計画期間の介護保険給付実績 

① 介護保険給付費 

第７期計画期間である、平成 30 年～令和２年度のサービス別介護給付費の実績は、

以下の通りです。 

◇居宅サービス/地域密着型サービス/施設サービス給付費の実績 

（単位：千円） 

 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 

実績値 実績値 
実績値の推移 

（Ｈ30⇒Ｒ１） 
実績値 

実績値の推移 

（Ｒ１⇒Ｒ２） 

（１）居宅サービス 193,573 203,322 105.0% 204,188 100.4% 

 

① 訪問介護 23,379 21,149 90.5% 16,373 77.4% 

② 訪問入浴介護 4,730 3,678 77.8% 5,671 154.2% 

③ 訪問看護 7,012 8,915 127.1% 7,298 81.9% 

④ 訪問リハビリテーション 1,182 1,661 140.5% 964 58.0% 

⑤ 居宅療養管理指導 1,915 1,647 86.0% 3,464 210.3% 

⑥ 通所介護 53,162 64,271 120.9% 67,863 105.6% 

⑦ 通所リハビリテーション 46,588 42,584 91.4% 37,769 88.7% 

⑧ 短期入所生活介護 24,496 26,362 107.6% 27,418 104.0% 

⑨ 短期入所療養介護 11,553 14,339 124.1% 12,783 89.1% 

⑩ 特定施設入居者生活介護 4,591 2,689 58.6% 6,048 224.9% 

⑪ 福祉用具貸与 14,373 15,457 107.5% 17,565 113.6% 

⑫ 特定福祉用具購入費 592 570 96.3% 972 170.5% 

（２）地域密着型サービス 31,507 39,460 125.2% 45,290 114.8% 

 

① 定期巡回・随時対応型訪問 
介護看護 637 1,692 265.6% 1,274 75.3% 

② 夜間対応型訪問介護 0 0 - 0 - 

③ 認知症対応型通所介護 0 644 - 762 118.3% 

④ 小規模多機能型居宅介護 6,467 5,536 85.6% 9,653 174.4% 

⑤ 認知症対応型共同生活介護 24,094 29,700 123.3% 31,166 104.9% 
⑥ 地域密着型特定施設入居者 
生活介護 0 0 - 0 - 

⑦ 地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護 0 0 - 0 - 

⑧ 看護小規模多機能型居宅介護
（複合型サービス） 0 0 - 0 - 

⑨ 地域密着型通所介護 309 1,888 611.0% 2,435 129.0% 

（３）住宅改修 1,022 1,292 126.4% 2,160 167.2% 

（４）居宅介護支援 29,944 32,119 107.3% 38,916 121.2% 

（５）介護保険施設サービス 313,124 308,726 98.6% 324,175 105.0% 

 

① 介護老人福祉施設 179,795 178,791 99.4% 183,005 102.4% 

② 介護老人保健施設 133,329 129,336 97.0% 141,170 109.1% 
③ 介護療養型医療施設・介護 
医療院 

0 0 - 0 - 

④ 介護療養型医療施設 0 599 - 0 - 

介護給付費計（Ⅰ） 569,170 584,919 102.8% 614,728 105.1% 

※令和２年度については、見込の数値を掲載しています（以下同様） 
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◇介護予防居宅サービス/介護予防地域密着型サービス給付費の推計 

（単位：千円） 

 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 

実績値 実績値 
実績値の推移 

（Ｈ30⇒Ｒ１） 
実績値 

実績値の推移 

（Ｒ１⇒Ｒ２） 

（１）介護予防居宅サービス 6,731 9,227 137.1% 12,040 130.5% 

 

① 介護予防訪問入浴介護 0 0 - 0 - 

② 介護予防訪問看護 1,229 1,308 106.4% 2,728 208.6% 

③ 介護予防訪問リハビリテーション 0 595 - 728 122.4% 

④ 介護予防居宅療養管理指導 0 0 - 0 - 

⑤ 介護予防通所リハビリテーション 2,828 2,916 103.1% 3,538 121.3% 

⑥ 介護予防短期入所生活介護 189 1,063 562.4% 461 43.4% 

⑦ 介護予防短期入所療養介護 1,057 928 87.8% 831 89.5% 

⑧ 介護予防特定施設入居者 

生活介護 
0 0 - 0 - 

⑨ 介護予防福祉用具貸与 1,396 2,308 165.3% 3,754 162.7% 

⑩ 特定介護予防福祉用具購入費 32 109 340.6% 0 0.0% 

（２）地域密着型サービス 0 0 - 0 - 

 

① 介護予防認知症対応型通所介護 0 0 - 0 - 

② 介護予防小規模多機能型居宅 
介護 

0 0 - 0 - 

③ 介護予防認知症対応型共同生活 
介護 

0 0 - 0 - 

（３）介護予防住宅改修 448 259 57.8% 1,751 676.1% 

（４）介護予防支援 1,313 1,856 141.4% 2,502 134.8% 

介護予防給付費計（Ⅱ） 8,492 11,343 133.6% 16,292 143.6% 

② 地域支援事業費 

地域支援事業の実績は、以下の通りです。 

◇地域支援事業費の実績 

（単位：千円） 

 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 

実績値 実績値 
実績値の推移 

（Ｈ30⇒Ｒ１） 
実績値 

実績値の推移 

（Ｒ１⇒Ｒ２） 

（１）介護予防・日常生活支援 

総合事業費 
7,381 10,771 145.9% 13,982 129.8% 

（２）包括的支援事業及び任意

事業 
21,581 21,541 99.8% 20,341 94.4% 

合  計 28,962 31,312 108.1% 34,323 109.6% 
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５．日常生活圏域の設定 

日常生活圏域とは、介護保険法第 117条第２項に「当該市町村が、その住民が日常

生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介

護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘

案して定める区域」と規定されています。 

現在、日常生活圏域は村内１圏域としており、本村内に地域包括支援センターを１

か所設置しています。地域包括支援センターでは高齢者本人や家族、近隣の住民等か

ら相談を受けて、関係機関と連携を図りながら継続的・専門的な相談支援を行ってい

ます。 

また、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるように、介護予防事

業をはじめとする様々な事業を展開しています。 

今後は日常生活圏域において、地域包括支援センターを中心として機能の充実を図

ります。 

 

 

 

  

日常生活圏域の設定について（平成 17 年５月 24 日付 厚生労働省 Q&A より抜粋） 

保険者（区市町村）の人口規模、業務量、運営財源や専門職の人材確保状況、地域にお

ける保健福祉圏域（生活圏域）との整合性に配慮し、最も効果的・効率的にセンター機能

が発揮できるよう、各保険者（区市町村）において弾力的に考えていただいてよい、おおむ

ね人口２～３万人に１箇所が一つの目安になるものと考えている（全国レベルでは、区市町

村数や人口規模を基に極めて粗く推計すると、５千～６千箇所程度となると考えている） 
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第３章 計画の基本方向 

１．基本理念 

本計画は、これまでの成果や課題を引き継ぎつつ、いわゆる「団塊の世代」が 75

歳以上の後期高齢期を迎える令和７（2025）年を見据え、本村では、これまで高齢者

が地域で自立した生活を営めるよう「医療・介護・予防・住まい・生活支援」が切れ

目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組みを推進してきま

した。 

第８期計画においても、「地域共生社会」実現のための方向性を継承し、自助、共

助、公助のもとに、誰もが笑顔あふれる日々を過ごすことができるように、「空はれ

ばれ 心あったか みんなで支えあう おおたまむら」を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「空はればれ 心あったか みんなで支えあう おおたまむら」は、本村のあちこちで、高齢者を見

守る輪があり、高齢者を囲むすべての人々の心が「あったか」なむらの姿です。 

「空はればれ」は、智恵子が「ほんとの空」と名づけた、安達太良山のふもとに広がる、落ち着いた

美しいふるさとの風景を表現しています。ここで暮らすことを誇りに思うからこそ、他人に対して人一

倍思いやりを持てるという本村の特性を示しています。 

「心あったか」は、高齢者が、いろいろな交流のなかで生きがいを感じるとともに、介護等が必要

な状態になっても、介護や保健福祉の専門職や地域の人々に支えられながら、元気に暮らしてい

けるむらであることを意図しています。 

こうした「空はればれ 心あったか みんなで支えあう おおたまむら」を、高齢者自身・地域住民・

行政が一体となって創っていきます。 
 

 

  

（基 本 理 念 ）  

空はればれ 心あったか みんなで支えあう  

おおたまむら 
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２．重点的に取り組む課題 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて 

① 地域包括支援センターの機能の充実 

ア）機能の強化 

・ 今後の高齢化の進展等に伴って増加するニーズに適切に対応する観点から、機能や

体制の強化を図ることが必要です。 

・ 業務量及び業務内容に応じた適切な人員配置や地域包括支援センター及び行政との

業務の役割分担の明確化、連携強化により、効果的・効率的な運営体制を構築する

必要があります。 

イ）ＰＤＣＡの充実による効果的な運営の継続 

・ 今後、中長期的な視野で地域包括ケアを推進するため、ＰＤＣＡの充実による効果

的な運営が必要とされています。 

・ 地域住民の身近な相談機関として、地域包括支援センターを利用するうえで必要な

情報を幅広く周知していく必要があります。 

ウ）地域ケア会議等の推進 

・ 個別ケースを検討する「地域ケア個別会議」から、地域課題の解決策を検討する

「地域ケア推進会議」まで一体的に取り組んでいくことが重要であることから、会

議の内容や機能の明確化が必要になります。 

② 医療と介護連携の推進 

ア）地域住民への普及・啓発 

・ 地域住民に対し、在宅医療や介護サービスで受けられるサービス内容等について、

わかりやすく丁寧な説明や的確な情報提供を行い、医療及び介護サービス、医療・

介護連携に関する地域住民の理解を促進する必要があります。 

イ）医療・介護関係者の連携促進 

・ 在宅医療は、医師をはじめ、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリ関係職等に、ケ

アマネジャーをはじめとする介護関係職種を加えた多職種による一層の協働・連携

が必要です。 

・ 感染症や災害時においても継続的なサービス提供を維持するため、地域における医

療・介護の連携が一層求められることから、関係者の連携体制や対応について検討

していく必要があります。 
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ウ）医療・介護が連携したサービスの充実 

・ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、自宅で最期を迎えたいとの意見が多く見

られたことから、看取りに関する取り組みが求められており、その実現に向け、引

き続き医療や介護に関する地域資源の情報を一体的に把握し、関係者間での情報共

有を図る必要があります。 

・ 在宅医療へ円滑に移行できるように、入院早期からの退院調整や退院前カンファレ

ンス等の開催を促進する必要があります。 

・ 認知症は誰もが関わる可能性のある身近な病気となりつつあることから、医療・介

護それぞれの認知症対応に関する情報提供や医療・介護の連携による認知症の早期

発見・早期診断等、地域における認知症の方への対応を強化していく必要がありま

す。 

エ）医療・介護連携の計画的かつ効果的な推進 

・ 在宅医療・介護提供体制の姿を共有した上で、在宅医療・介護連携推進事業の具体

的な実施時期や評価指標等を定め、ＰＤＣＡサイクルに沿って取り組みを推進して

いく必要があります。 

 

（２）自立支援・重度化防止を目指した介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

① 介護予防・重度化防止の推進 

ア）介護予防活動の推進 

・高齢者が介護サービスに頼ることなく、住み慣れた地域で元気にいきいきと生活を

送るためには、自らの健康状態を日頃から意識し、主体的に介護予防に取り組むこ

とが必要です。 

・高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を行うためには高齢者保健

事業と介護予防の一体的な実施に努める必要があります。 

イ）重度化防止の推進 

・ 高齢者がその有する能力に応じた自立した生活を送るためには、身体的なリハビリ

テーションによる機能回復のみならず、生活機能全体を向上させ、活動的で生きが

いを持って生活を営むことができるようにするための取り組みが求められます。 

② 自立した日常生活の支援 

ア）一人暮らし・高齢者のみの世帯・日中独居の高齢者の支援 

・ 一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯数は国・県ほど割合が高くないものの、近

年特に増加しています。見守りや声かけ活動をはじめとした取り組みが重要となっ

ています。 
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イ）外出支援の確保 

・ 高齢者が外出を通じて積極的に社会参加ができるよう、また身体機能や判断能力の

低下により、運転に不安を抱える高齢者や免許自主返納者が運転を継続しなくても

よい環境づくりを推進するために、デマンドタクシーを平成 30年 4月から本格運行

し、周知啓発や利用促進を図ってきましたが、引き続き利便性向上に努める必要が

あります。 

ウ）生きがいづくりの充実 

・ 高齢者が増加する中、高齢者の相互の親睦、教養の向上、健康の増進、地域社会と

の交流を行う老人クラブの活動をさらに活性化させる必要があります。 

・ 高齢者が生きがいを持って生活を送ることができる環境づくりが必要です。 

・ 価値観が多様化しており、心の豊かさや生きがいを充足し、社会の変化に対応する

ためには、生涯にわたって学習活動やボランティア活動等を通じた社会参加を促進

する必要があります。 

エ）高齢者の就労促進・支援 

・ 高齢者の就労意欲の向上及び就労機会の拡大を図る必要があります。 

オ）多様な生活支援サービスの提供 

・ 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、支援を要する高齢者や

その家族の多様なニーズに対応した、さまざまな生活支援サービスが適切に提供さ

れる必要があります。 

・ 高齢化の進展に伴い、今後需要の増大が見込まれる高齢者の各種生活支援サービス

の担い手として元気高齢者の社会参加が必要です。 
 

（３）高齢者自身や高齢者を支援する安心の地域づくり 

① 地域支えあいの推進 

ア）地域で支えあう意識づくり 

・ 地域福祉の担い手の減少や担い手の高齢化に対応していくため、地域でお互いに支

えあう意識の向上が必要です。 

・ 一人暮らしの高齢者の増加や、家族等との同居でも日中は独居の高齢者もみられる

ことから、見守り活動や地域の集まり等への参加を促進していく必要があります。 

イ）支えあい活動の推進 

・ 少子高齢化の進展に伴い、支援ニーズは増加・多様化し、現状のままでは今後さら

に地域福祉の担い手は不足していくと考えられることから、地域の中で互いに支え

あう体制づくりを進めていくためには、高齢者だけでなく、障がい者や子ども、生

活困窮者等も含めた地域における全体的な支援のネットワークを構築していく必要

があります。  
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（４）介護保険サービスの充実 

① 介護保険サービスの充実 

ア）施設・居住系サービスの整備 

・ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム※）や認知症対応型共同生活介護（グルー

プホーム）に入所を申し込んでいる在宅待機者の解消が求められています。 

・ 高齢者の状態に応じて、サービス付き高齢者向け住宅※や介護を受けながら住み続

けられるような住まいの普及を図る必要があります。 

イ）居宅サービスの充実 

・ 要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため、地域密着型サービスの整備を促

進し、居宅サービスの充実を図る必要があります。 

② 介護保険制度の持続的な運用 

ア）介護給付適正化の推進 

・ 利用者が必要とする過不足のない介護サービスを適切に提供するとともに、介護

サービスの質の向上を図る必要があります。 

・ 介護保険事業の健全な財政運営や、高齢者の介護を社会全体で支える介護保険制度

の安定的運営が求められています。 

イ）介護人材の確保及び資質向上の促進 

・ サービスごと、職種ごとの人手不足等の状況を踏まえ、県の補助事業を活用した介

護人材の確保・育成や介護職に限らず介護分野で働く人材の確保を行い、介護現場

全体の人手不足対策を進める必要があるとされています。 

・ 新規介護人材の確保及び介護人材の定着支援を進めるため、県と連携しながら、幅

広い世代の地域住民に対し、介護職の魅力を発信し、介護現場のイメージを刷新し

ていくことが必要とされています。 

・ 介護人材の資質の向上に資するよう、キャリアパス支援やキャリアアップ支援が求

められており、さらに介護従事者に対する相談体制の確立や介護サービス事業所、

医療・介護関係団体等の連携・協力体制の構築等に取り組む必要があるとされてい

ます。 

ウ）業務効率化の取り組みの強化 

・ 業務効率化の観点から、介護分野の文書に係る負担軽減や ICT の導入について、検

討を進めていくことが求められています。 

 
※養護老人ホーム：65 歳以上で、身体・精神または環境上の理由や経済的な理由により自宅での生活が困難になった

方を措置により入所させ、食事サービス、機能訓練、その他日常生活上必要な便宜を提供する施設。 
※サービス付き高齢者向け住宅：バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して生活を支援するサービスを提供する 

高齢者向けの民間賃貸住宅。 
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３．施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空
は
れ
ば
れ 

心
あ
っ
た
か 

み
ん
な
で
支
え
あ
う 

お
お
た
ま
む
ら 

１ 保健・医療・福祉が一体

となった地域包括ケアシ

ステム深化・推進と地域

福祉の推進 

２ 自立支援と重度化防止を

めざした健康づくりと介

護予防の強化 

３ 安心・安全な暮らしの 

実現 

４ 介護保険サービスの充実

と適正化 

(1)地域包括支援センターの機能強化 

(2)地域ケア会議の充実 

(3)相談と情報提供の体制整備 

(4)高齢者の権利擁護の推進 

(5)ケアマネジメントと保健福祉サー

ビスの全体調整の取り組み 

(6)医療と介護・福祉の連携強化 

(7)介護従事者の確保及び質の向上の

促進、業務効率化の推進 

(1)介護予防・日常生活支援の推進 

(2)在宅福祉サービスの充実 

(3)健康づくりの推進 

(4)認知症施策の充実 

(5)高齢者の生きがいづくりと 

社会参加の促進 

(1)人にやさしい環境づくりの推進 

(2)移動・交通対策の充実 

(3)防災・防犯・感染症対策の充実 

(4)住民参加型福祉のむらづくり 

(5)東日本大震災及び原子力災害 

による被災者支援 

(1)居宅サービスの充実 

(2)施設サービスの充実 

(3)地域密着型サービスの充実 

(4)共生型サービスの導入の検討 

(5)介護給付適正化と介護保険制度適

正利用の推進 

基本 

理念 
基 本 目 標 施 策 の 方 向 
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第４章 高齢者施策の展開 

１．保健・医療・福祉が一体となった地域包括ケアシステム深化・推進と

地域福祉の推進 

 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

① 地域包括支援センターの体制強化 

・ 現在、本村内には１か所の地域包括支援センターがあり、各種相談への対応、介護

予防事業の実施、包括的支援事業等を行っています。今後は高齢化がさらに進行し、

要支援・要介護認定者の増加が見込まれることから、人員体制の強化を検討すると

ともに、行政との役割分担・連携強化を行い、効果的な運営が安定的・継続的に行

われるよう機能強化を図ります。 

 

（２）地域ケア会議の充実 

① 地域ケア個別会議の開催 

・ 「地域ケア個別会議」は、ケアマネジャーや介護保険事業所、民生児童委員等から

相談のあった問題の事例等を対象に、多職種を参集し、問題解決に向け情報を共有

し、それぞれの役割について検討を行います。 

・ 主に困難事例を対象とした「地域ケア個別会議」を開催し、高齢者の個別な課題解

決を図るとともに、そこから見える地域課題の把握や関係者間のつながりの構築等

を図ります。 

（単位：回）    

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

地域ケア個別会議

開催回数 
2 3 4 5 5 5 

     ※令和２年度については、見込の数値を掲載しています（以下同様） 

② 地域ケア推進会議の開催 

・ 「地域ケア推進会議」では「地域ケア個別会議」にて積み上げられた地域課題をも

とに政策に反映し、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳を保持しながらその人らしい

生活が継続できる体制作りの強化を図ります。 
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③ 自立支援型地域ケア会議の開催 

・ 高齢者がいつまでも元気に自立した生活を営むことができるよう、「自立支援型地

域ケア会議」を開催し、高齢者自立支援に資するケアプランを検討していきます。 

・ 要支援認定者を中心とした事例を対象に、専門職を参集し、課題のポイントを絞っ

て解決方法についてマネジメントを行うとともに、先進地を視察し、事務局側のス

キルアップに努めます。 

・ 今後も高齢者の自立支援を目的に会議を開催するとともに、自立支援・重度化防止

の視点からケアマネジメントが行われるよう検証と評価に努めます。 

（単位：回）    

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

自立支援型 

地域ケア会議 

開催回数 

3 4 2 3 3 3 

 

（３）相談と情報提供の体制整備 

① 総合相談体制の確立 

・ 電話・来所・訪問等により、広い範囲で住民や関係機関の相談に応じるとともに、

関係者とのつながりを活用し、解決策を検討する等、相談窓口の充実に努めていま

す。 

・ 地域包括支援センターは、高齢者、家族、民生児童委員等地域からの多様な相談等

に迅速に対応できるよう、総合相談・支援体制の確立に努めています。今後も医

療・介護等の関係機関をはじめ、関係者とネットワークを強化し、高齢者が安心し

て暮らし続けられる総合相談窓口の充実に努めます。 

・ 地域住民の複雑化・複合化したニーズに対応するため、「相談支援」「参加支援」

「地域づくりに向けた支援」を一体的に取り組む包括的な支援体制の整備について

は、必要に応じて整備を検討します。 

（単位：件）    

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

総合相談件数 

（延べ件数） 
655 551 590 600 600 600 
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② 消費生活相談窓口 

・ 毎月第２、第４木曜日における消費生活相談窓口の開設と出前講座を実施し、消費

者被害抑止に努めます。 

 

③ 権利擁護に関する啓発と相談窓口の周知 

・ 広報紙を通して権利擁護について啓発に努めるとともに、成年後見について司法書

士によるミニ講話を開催します。 

・ ケアマネジャーや介護保険事業所、民生委員等から相談を受け、対象となる高齢者

の人権を守るため、必要な制度や事業に結び付ける等の支援を行います。 

・ 今後も高齢者が一人の人間としての尊厳が侵害されることがないように、虐待防止

や成年後見制度※等、権利擁護に関わる正しい知識の普及と相談窓口の周知を図り

ます。 

（単位：件）    

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

権利擁護相談件数 

（延べ件数） 
41 12 16 16 16 16 

 

（４）高齢者の権利擁護の推進 

① 高齢者虐待の未然防止と相談窓口の周知 

・ 広報紙を通して虐待防止について啓発を行うとともに、ケアマネジャーや介護保険

事業所、民生委員等からの相談により、高齢者虐待の早期発見と抱える課題解決に

向け、関係機関との連携に努めます。 

・ 今後も、地域包括支援センターをはじめとする関係機関との連携強化に努めるとと

もに、広報紙への掲載やパンフレットの配布等により、住民への理解・啓発を促進

し、虐待の防止と早期発見に努めます。また、大玉村虐待等防止地域協議会を通し

て関係機関との連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 
※ 成年後見制度：認知症等のために判断能力が不十分であると家庭裁判所が認めた場合に、成年後見人等が財産管 

               理等を行い、本人を保護・支援する制度。  
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② 成年後見制度の利用促進 

・ 一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加する中で、必要な公的サービスの利用契

約を締結したり、財産を適切に管理することが可能になるよう、成年後見制度の利

用促進を行います。 

・ 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づき、中核機関の整備を検討する

とともに、中核機関に求められている「広報」「相談」「制度利用促進」「後見人

支援」の４つの機能のうち、優先的に整備していくことが求められている「広報」

「相談」の機能の整備に努めます。 

 

③ 日常生活自立支援事業の利用促進 

・ 認知症等を理由に判断能力が不十分な方が、地域において自立した生活を送ること

ができるよう、福祉サービスの利用援助や金銭管理のお手伝いを行う「あんしんサ

ポート事業」の利用促進を行います。 

 

（５）ケアマネジメントと保健福祉サービスの全体調整の取り組み 

① ケアマネジメントの資質の向上 

・ 村内の居宅介護支援事業所のケアマネジャーと毎月定例の連絡会及び事例検討会を

開催し、助言等の支援を行います。また、近隣市と共同でケアマネジャーのほか、

関係職種を対象とする研修会を開催し、全体のレベルアップも目指します。 

・ ケアマネジャーの資質の向上は介護保険サービス全体の質の向上につながることか

ら、定期的な連絡会及び事例検討会、地域ケア会議の開催や経験の浅いケアマネ

ジャーの支援等を通して、資質の向上を図ります。 

・ 医療・保健・福祉等関係機関との連携に努め、チームケアの構築に努めます。 
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（単位：回）    

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

ケアマネジャーとの 

連絡会開催回数 
11 11 12 12 12 12 

南達地区地域包括 

ケア推進研修会 

開催回数 

2 2 1 2 2 2 

南達地区地域包括 

ケア推進研修会 

参加人数 

（延べ人数） 

104 67 42 80 80 80 

※「南達地区地域包括ケア推進研修会開催回数」、「南達地区地域包括ケア推進研修会

参加人数（延べ人数）」の令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響で開催回数及び参加人数が少なくなっています 

 

② 適切なケアマネジメントの実施 

・ 対象となる高齢者に介護保険サービス及びインフォーマルサービス※との組み合わ

せを通し、より生活の質（ＱＯＬ）※を上げるためのマネジメントに努めます。 

・ ケアマネジャーは、対象となる高齢者を取り巻く情報収集や課題の分析、より自立

度をあげるための計画書の作成、各種サービス利用状況や評価等を行いながら、高

齢者の生活を支えています。今後も高齢者が効果的なサービス利用が可能となるよ

う、各介護保険サービス事業所と地域包括支援センターが連携を図り、包括的・継

続的なケアマネジメントの実施に努めます。 

 

（６）医療と介護・福祉の連携強化 

① かかりつけ医等の重要性の啓発 

・ 住民が自分の健康について気軽に相談でき、疾病の初期段階で適切な治療に結び付

くよう、かかりつけの医師・歯科医・薬局の重要性について、啓発に努めます。 

 

 

 

 

 

 
※インフォーマルサービス：公的機関や制度に基づくフォーマルサービス以外の支援やサービス。 
※ＱＯＬ：Quality Of Life の略語で「生活の質」を表す。  
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② 医療と介護、福祉の連携 

・ 在宅医療・介護の連携を計画的かつ効果的に推進するためには、各地域におけるあ

るべき在宅医療・介護提供体制の姿を共有した上で、ＰＤＣＡサイクルに沿った取

り組みを推進していくことが重要であり、看取りや認知症の方への対応力の強化を

していく観点を踏まえ、取り組みを推進していきます。 

・ 住民が安心して医療サービスを受けることができるよう、医療機関と介護・保健・

福祉分野との連携強化を図りながら、地域医療体制の充実に取り組みます。今後も

医師会等との連携により、退院調整、退院後の日常の療養支援、福祉対策等につい

て、医療、介護、高齢者福祉の連携を進めます。 

・ 圏域内における退院調整ルールに基づき、入院患者が退院後に必要な介護保険サー

ビスを円滑に利用できるよう、関係機関との連携・調整を図るとともに、「県北医

療圏退院調整ルール運用評議会議/病院・ケアマネジャー合同会議」において、

ルールの運用状況の検証等を行い、在宅医療・介護を一体的に提供できる体制づく

りに努めています。今後も「介護保険における退院調整ルール」のパンフレット配

布を通し、退院調整ルールの周知・啓発や関係機関との連絡・調整に努めます。 

・ 新規認定者に対して、入院時セット（おくすり手帳カバー）及び、入院時における

ケアマネジャーへの連絡を促進するためのリーフレットを配布することにより、入

院時の病院とケアマネジャーとの連絡調整を促します。 

（単位：人）    

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

介護保険における 

退院調整ルールの 

パンフレット及び 

入院セット（おくすり 

手帳カバー）配付数 

(新規認定者数) 

98 82 85 90 95 100 
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③ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

・ 高齢者の保健事業と介護予防事業を一体的に実施し、高齢者の心身の多様な課題に

対応し、きめ細かな支援を実施します。そのために、保健師等の医療専門職を配置

し、事業全体の企画・調整を行うとともに、KDB システムの活用により、地域の健

康課題を分析し、支援すべき高齢者の把握に努めます。また、効果的な実施に向け、

庁内関係部局で横断的に検討し、住民主体の通いの場等を活用したポピュレーショ

ンアプローチ※・訪問等による低栄養防止等のハイリスクアプローチ※に取り組みま

す。 

（単位：箇所、人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

ポピュレーション 

アプローチに 

関与する 

通いの場の数 

- - 12 17 21 25 

ハイリスク 

アプローチ該当者数 
- - 55 70 70 70 

 

④ 要介護者等に対するリハビリテーション提供体制の構築 

・ 高齢者が要介護状態になった場合であっても、生きがいを持って日常生活を過ごし、

住み慣れた地域で安心して生活を継続するためには、心身機能や生活機能の回復訓

練のみではなく、潜在能力を最大限に発揮し、日常生活の活動能力を高めて家庭や

社会への参加を可能にし、自立を促すことが重要です。地域や家庭における社会参

加の実現等も含め、生活の質の向上を目指すリハビリテーション提供体制の構築に

努めます。 

（単位：回/日） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

地域リハビリテー 

ション活動支援事業 

における専門職 

派遣回数 

10 10 10 10 10 10 

 
※ポピュレーションアプローチ：集団全体のリスクを軽減するよう支援すること。 
※ハイリスクアプローチ：疾患等について高いリスクを持つ方へリスクを減らすよう支援すること。  
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（７）介護従事者の確保及び質の向上の促進、業務効率化の推進 

① 介護従事者の確保及び質の向上の促進、業務効率化の推進 

・ 国・県・関係団体等と連携し、介護関連職種への就業や介護従事者に対する研修に

関する情報提供等を通じ、介護従事者の確保及び質の向上を促進します。また、県

の補助金を利用した介護職の教育・研修に係る費用の助成支援の実施について検討

していきます。 

・ 新規介護人材の確保及び定着支援を進めるためには、介護現場のイメージの刷新を

図る必要があります。イメージの刷新は都道府県が中心となりながら、市町村も一

体となって取り組むことが重要であることから、県と連携した取り組みの検討を行

います。 

・ 業務効率化の観点から、介護ワンストップサービス等の導入を検討します。 
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２．自立支援と重度化防止をめざした健康づくりと介護予防の強化 

（１）介護予防・日常生活支援の推進 

① 介護予防の推進（介護予防普及啓発事業・地域介護予防活動支援事業） 

・ 地域住民の中から健康づくりサポーターを養成し、サロン活動や介護予防事業で協

力いただくとともに、自らの地域にも介護予防や健康に関する情報が提供できる体

制の構築を目指しています。また、広報紙や出前講座により、認知症予防や介護予

防に関する情報提供に努めます。 

・ 今後も介護予防について、広報紙、健康講演会や地区出前講座（サロン等）を通し

て情報提供に努めるとともに、住民主体で介護予防を継続して実践できるよう、介

護予防手帳を配布し、健康管理や生活の維持を図ります。 

・ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向け、高齢福祉係を中心に後期高齢担

当係（住民国保係）と健康長寿推進係との連携を図ります。 

・ 高齢者等が歩いて通える距離にある「つどいの場※」で、住民主体で介護予防に結

び付く活動が可能になるよう、健康づくりサポーターの育成等を進めます。また、

住民同士のつながりを維持し、身近な場所で生きがいや役割を持って介護予防に取

り組めるよう支援します。 

・ つどいの場については、地域ケア会議等の事業と連携しながら推進するとともに、

国が目標として掲げている令和７年度までにつどいの場への参加者割合８％を視野

に入れ、活動支援を行います。 

・ 総合事業の実施にあたっては、関係機関と十分な協議を重ね、対象者や報酬ルール

の弾力化を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※つどいの場：地域に住む高齢者が日常生活の中で気軽に集まることができるサロン等の活動の場。 
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（単位：人、回） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

地区出前講座 

（サロン等） 

参加者数 

290 382 305 390 390 390 

健康講演会 

参加者数 
126 164 54 160 160 160 

健康づくり 

サポーター 

養成講座開催回数 

3 3 0 2 2 2 

健康づくり 

サポーター 

養成講座参加者数

（延べ人数） 

43 49 0 30 30 30 

※「健康講演会参加者数」の令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響で参加者数が少なくなっています 

※「健康づくりサポーター養成講座開催回数」、「健康づくりサポーター養成講座参加

者数（延べ人数）」の令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

で実施していません 

 

② 介護予防・生活支援サービス事業の推進 

・ 総合事業の利用者に対して、心身の状態を確認するとともに自立度の維持、向上に

向け支援を行います。 

・ 総合事業の利用者に対する効果的な介護予防ケアマネジメントと自立に向けた多様

な支援・サービスの体制づくりに努め、自立の支援と重度化予防の推進を図ります。 

 

③ 生活支援コーディネーターの配置 

・ 地域における生活支援・介護予防サービス提供体制の整備に向け、資源開発、サー

ビス提供主体間の連携の体制づくり、地域の支援ニーズとサービス提供主体のマッ

チング等のコーディネート業務を行う生活支援コーディネーターの配置を検討しま

す。 
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④ 頭と体の健康倶楽部 

・ 健康寿命を延ばし、ますます元気で過ごしていけるよう、保健センター及び地区集

会所で、学習療法を取り入れた頭と体の健康倶楽部を実施します。また、健康づく

り応援者の募集・養成や参加者の募集を引き続き行います。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

応援者数 - 30 15 30 30 30 

参加者数 

（延べ人数） 
- 506 141 720 720 720 

※令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で応援者数・参加者 

数が少なくなっています 

 

⑤ つながる未来おおたま「百笑元気の会」（協議体） 

・ 有志の方を募集し、地域住民ができる助け合い活動の実現や地域資源の開発、担い

手のマッチングに向けた取り組み等について話し合う場を設け、居場所づくりや住

民同士の助け合い等に関する情報収集に努めるとともに、情報紙にて問題提起の発

信を行います。 

・ 協議体において、生活支援コーディネーターを含めた話し合いを行うことによって、

協議体の活性化や生活支援コーディネーターとの情報共有を図ります。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

参加者数 

（延べ人数） 
- 107 43 100 110 120 

※令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で参加者数が少なく

なっています 
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（２）在宅福祉サービスの充実 

施設から在宅へという流れを促進するためにも、できる限り住み慣れた場所で自立

した生活を送れるよう、在宅福祉サービスを利用しながら在宅での生活を継続できる

ように支援します。 

世代間を超えてつどえる場づくり、健康づくり応援者養成講座、専門職による地域

への出前講座、健康講演会等、様々な機会を通して、介護予防について学べるように

努めています。今後さらに、住民自らが介護予防について考え、行動できるように啓

発に努めます。また、家族等介護者に対する相談体制や情報交換・交流促進等を図り、

介護の負担を軽減できるようケア体制の充実を図ります。 

 

① 自立生活支援サービスの充実 

ア)生活支援サービスの充実 

・ 介護保険該当外の生活支援として、ホームヘルパー等を派遣し、日常の調理、衣類

の洗濯、住居等の清掃、生活必要品等の買物、関係機関との調整、その他必要な家

事等の援助を行います。 

・ 今後、一人暮らし高齢者等の増加が予測されることから、要支援認定者及び総合事

業対象者が早期に適正なサービスを受けることができるよう関係機関の情報の共有

に努めます。 
 

イ）生きがい通所サービスの充実 

・ 介護保険該当外の方の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るため、総

合福祉センターさくらで生きがい対応型のデイサービス事業を引き続き実施します。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用者数 

（延べ人数） 
2,259 1,624 1,500 2,000 2,000 2,000 
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ウ）配食サービス「かあちゃん弁当」の活動支援 

・ 一人暮らし等の高齢者を対象に、定期的な配食サービス「かあちゃん弁当」を通し

て、安否確認やふれあいを図ります。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用者数 

（延べ人数） 
893 724 634 880 880 880 

 

エ）寝具の乾燥消毒サービスの充実 

・ 寝たきりの方等を対象として、寝具の乾燥消毒サービス事業を継続します。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用者数 

（延べ人数） 
39 43 50 50 50 50 

 

オ）生活ゴミ搬出支援サービスの充実 

・ 一人暮らし高齢者等でゴミの分別及び搬出が困難な世帯に対して、ゴミの分別及び

搬出の援助を行います。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用者数 17 18 18 20 20 20 
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カ）緊急通報装置設置事業の見直し及び検討 

・ 従来の固定電話型緊急通報装置に加え、令和２年度より携帯電話型緊急通報装置を

設置し、現状の生活様式に対応した事業を行っています。今後も一人暮らし高齢者

等の自宅に緊急通報装置を設置して、急病や災害時等に速やかに対応できるよう努

めます。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用者数 4 4 3 5 5 5 

 

キ）訪問理髪料金助成サービスの充実 

・ 「要介護４」以上と認定され、理美容店に出向くことが困難な寝たきり高齢者等を

対象として、訪問理美容サービス事業を実施します。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用者数 18 16 17 20 20 20 

 

ク）福祉用具給付の推進 

・ 介護予防対策、自立支援の一環として、必要と認められる要援護高齢者等に、電磁

調理器等の日常生活用具の給付を実施します。 

 

ケ）介護用品購入助成サービスの推進 

・ 要介護認定において「要介護４」以上に認定された在宅高齢者等を対象に、紙おむ

つ等の介護用品購入費の助成を実施します。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用者数 30 29 30 30 30 30 
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コ）傾聴ボランティア活動の推進 

・ 特別養護老人ホームや外出機会の少ない高齢者等を対象として、閉じこもりの予防

や日常生活での不安解消を図るため、傾聴ボランティアによる訪問活動を実施して

おり、今後も継続して実施するとともに、傾聴ボランティアの確保・育成に努めま

す。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

利用者数 47 55 32 35 40 45 

 

② 家族介護者への支援の充実 

ア）家族介護者に対する相談体制の充実 

・ 地域包括支援センター等の各相談窓口や民生児童委員、保健師、ホームヘルパー等

の訪問による相談活動等、在宅高齢者を介護する家族に対する相談体制を確保し、

今後も継続して実施します。また、関係部署、関係機関と連携を図り、介護者支援

に努めます。 

 

イ）介護教室等の推進 

・ 介護の知識や実技の基本を学び、身につける機会として、介護教室について周知を

図ります。 

  



 48 

ウ）介護者の交流の促進 

・ 心身のリフレッシュや介護者同士の情報交換を図ることを目的として、介護者のつ

どいや認知症高齢者の介護者支援等、交流や健康づくりを促進する事業を展開し、

今後さらに、介護に必要な情報の一助となる内容等の検討を重ね、継続していきま

す。 

（単位：回、人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

介護者のつどい 

開催回数 
4 4 4 4 4 4 

介護者のつどい 

参加人数 

（延べ人数） 

59 61 32 50 55 60 

※令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で人数制限を設け、開

催しています 

 

エ）介護者の社会参加の促進 

・ 介護を必要とする人が短期入所や通所介護等を活用し、介護者は自身の健康づくり

や生涯学習講座等、社会参加が可能になるように、必要な情報提供等に努めます。 

・ 介護離職の防止について、ハローワーク等の関係機関と連携し、職場環境の改善に

ついて企業・事業所への普及啓発を検討します。 

 

③ 経済的支援の充実 

・ 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の普及、介護保険サービス利用者負担軽

減対策事業を継続して実施します。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

社会福祉法人等 

による利用者負担 

軽減制度 利用者数 

13 13 14 15 15 15 
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④ 養護老人ホームの措置入所 

・ 環境上の理由及び経済的理由により、居宅での養護が困難なおおむね 65歳以上の高

齢者について、老人ホーム入所判定会の審査により養護老人ホームへの入所措置を

実施します。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

措置人数 4 3 3 2 2 2 

 

（３）健康づくりの推進 

高齢者の健康づくりを“大玉村健康長寿推進計画”“いきいきおおたま健康プラン

21”と連携を図りながら取り組みます。 

 

① 大玉村健康長寿推進計画の推進 

・ 本村では令和元年度から「健康長寿推進」を最重点事業の一つとして位置づけ、担

当係のみではなく、全村を挙げて本事業に取り組むこととしており、健康長寿推進

事業をより効果的に、継続的に進めていくため、健康長寿推進計画の推進に努めま

す。 

・ 健康長寿推進の方向性として、「健康づくりを推進するための体制強化」、「正し

く分かりやすい情報発信や普及啓発の強化」、「生活習慣病予防に向けた取り組み

の強化」、「地域コミュニティを活用した健康づくりの推進」を掲げ、施策の展開

に努めます。 

 

② 「いきいきおおたま健康プラン 21」の推進 

・ 「いきいきおおたま健康プラン 21」を「第２次大玉村健康増進計画」「第３次大玉

村食育推進計画」「第１次大玉村自殺対策計画」と一体的に策定し、各計画の推進

に努めます。 

・ 「みんなで支える安心生活～自助・共助・公助でみんながつながるむらづくり～」

を基本理念に、「ライフステージに応じた健康づくり」「健康長寿の推進」の２つ

の視点に基づき、「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」、「大玉の食の恵みを

大切にした食育の推進」、「誰も追い込まれることのない社会の実現」を基本目標

として施策の展開を図ります。 
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③ 「特定健康診査・特定保健指導」の推進 

・ 「第３期特定健康診査・特定保健指導実施計画」に基づき、メタボリックシンド

ロームに着眼した健康づくりを推進します。健診未受診者対策に取り組みます。 

（単位：％） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

特定健診受診率 47.21 46.65 48.00 50.00 52.00 55.00 

 

④ ふくしま健民カードの活用 

・ 村民の健康づくりを応援するために県を中心に実施している「ふくしま健民カード」

を活用し、健康ポイント事業を今後も実施します。日々の体重測定や、ウォーキン

グ等によりポイントが貯まり、カードが発行されます。カードを提示することによ

り、県内の協賛店でお得な特典を受けることができます。 

（単位：枚）    

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

カード発行枚数 60 64 90 150 240 380 

 

⑤ 大玉村健康ポイント事業 

・ 村民一人ひとりが、楽しみながら気軽に健康づくりに参加するきっかけづくりとし

て、健診を受けたり、村の健康ポイント該当事業に参加してポイントを貯めたりす

ると、大玉村共通商品券（1,000円分）または満点さくらカード（500円分２枚）と

交換することができます。今後は楽しみながら気軽に健康づくりに参加する住民が

増えるようポイント対象メニューの充実等を図ります。 

（単位：人）    

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

1,000ポイント 

達成者数 
- - 90 180 240 300 
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⑥ 元気づくりシステム 

・ 身近な場所に村民主体の通いの場を設け、運動を主とした仕組みを構築することで、

村民自らが主体となった元気づくり活動の伸展や住民力の向上、地域力の向上によ

り、元気なまちづくりを目指し、村内の各集会所にて展開を図ります。 

（単位：箇所）    

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

元気リーダーコース 

数 
- - 4 10 18 26 

 

（４）認知症施策の充実 

認知症施策においては、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日

常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見も踏まえながら、「共

生」と「予防」の施策を推進することが重要であるとの観点から、認知症施策推進大

綱の５つの柱（「普及啓発・本人発信支援」、「予防」、「医療・ケア・介護サービ

ス・介護者への支援」、「認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・

社会参加支援」、「研究開発・産業促進・国際展開」）に基づく、基本的な考え方を

踏まえ、各施策の充実に努めます。 

身近に通うことができ、専門職への相談が可能な「通いの場」等の拡充及び教育、

地域づくり、雇用、その他の認知症予防に資する可能性がある関連施策と連携した活

動の推進に努めます。 
 

① 認知症予防対策の推進 

・ 認知症高齢者はもとより、在宅における家族介護への支援対策を一層充実していく

必要があり、このため、認知症の早期診断・対応のための知識を周知し、普及・啓

発を幅広く行います。 

 

ア）認知症キャラバン・メイト（講習会等の講師）の養成 

・ 住民や地域の介護施設職員等に、養成研修を案内し、受講者を「キャラバン・メイ

ト」として登録するとともに、サロン等からの要請に応じて認知症講座の講師を

担っています。引き続き地域で暮らす認知症の人やその家族を応援する認知症サ

ポーターをつくる認知症サポーター※養成講座の講師「キャラバン・メイト」の養

成に努めるとともに、キャラバ・メイトの活動を、広報紙等を通して周知を図り、

キャラバン・メイトについての認知度を高めていきます。 

 
※認知症サポーター：「認知症サポーター養成講座」を受けた人が「認知症サポーター」となる。認知症を正しく理解し、

認知症の人や家族を温かく見守る応援者となり自分のできる範囲で活動を行う。認知症サポー

ターには認知症を支援する目印として「オレンジリング」を付けてもらう。  
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（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

キャラバン・メイト数 25 30 30 30 32 34 

 

イ）認知症サポーター養成講座 

・ 地域のサロンやセミナー、放課後子ども教室等の参加者を対象に、認知症に関する

講座を開催します。 

・ 講師である「キャラバン・メイト」が、積極的に地域に出向き、子どもから高齢者

まですべての住民を対象に、認知症の正しい知識や認知症の方への接し方等につい

て講座を開催し、地域で支えることができる体制づくりを引き続き行います。 

・ 地域で支える体制づくりを図るため、学童期、青年期、成年期等を対象とした講座

の機会を増やし、多くの高齢者等の参加を促進します。あわせて、幅広い年齢層へ

も普及・啓発し、学童や働き盛りの層を対象として開催できるよう努めます。 

・ 認知症サポーター等が支援チームを作り、認知症の人やその家族の支援ニーズに

合った具体的な支援につなげる仕組み（「チームオレンジ」）の構築を進めます。 

 

（単位：回） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

認知症サポーター 

養成講座開催回数 
6 5 0 5 5 5 

※令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で実施していません 

 

ウ）徘徊高齢者対策 

・ 認知症等が原因で徘徊をくり返す高齢者に対し、地域住民の見守りや各組織による

見守りの強化を図るとともに、ＧＰＳ装置等の導入に努めます。 

・ 地域住民の見守りや各組織による見守り強化のためにも、今後は認知症の正しい理

解と対応方法の周知を図ります。 

・ 早期に身元が判明できる専用 QRコードの活用に努めるとともに、対象者の親族や支

援者等の連絡体制を整え、認知症になっても住み慣れた環境で安心して暮らせる地

域づくりを推進します。 
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（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

専用ＱＲコード 

利用者数 
- - 1 3 5 7 

 

エ）認知症地域支援推進員 

・ 認知症地域支援推進員１名を配置しています。今後は、地域での啓発や見守り活

動、家族支援を推進するとともに、各関係機関と連携し活動します。 
 

オ）認知症初期集中支援チーム 

・ 認知症初期集中支援チームを医療機関に委託して確保しており、今後は早期診断、

早期対応の体制の充実に努めます。 

・ 大玉村認知症初期集中支援チーム検討委員会を開催し、認知症初期集中支援チーム

の強化や連絡調整に努めます。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

相談件数 0 0 0 1 1 1 

 

カ）認知症カフェ 

・ 認知症カフェを月 1回、曜日を固定して開催しています。広報紙や防災無線で開催

を周知し参加を呼び掛けています。認知症のある無しに関わらず、誰もがつどえる

認知症カフェを今後も月１回程度の開催を目標に、地域の気軽な交流の場として広

く村民に参加を呼びかけます。 

（単位：回） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

認知症カフェ 

（ひなたぼっこカフェ） 

開催回数 

12 12 10 12 12 12 

認知症カフェ 

（ひなたぼっこカフェ） 

参加者数（延べ人数） 

100 102 120 125 130 135 

※「認知症カフェ（ひなたぼっこカフェ）開催回数」の令和２年度については、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響で開催回数が少なくなっています  
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② 認知症高齢者に対応した介護サービス等の充実 

・ 認知症高齢者の方の在宅生活の継続や家族介護者の介護負担の軽減を図るため、認

知症対応型通所介護等の充実に努めます。 

・ 認知症カフェ等の認知症高齢者の方とその家族の定期的な情報交換の場を設けるこ

とで、認知症に対する家族の知識と理解を深めていきます。 

 

③ 認知症ケアパス※に基づく取り組みの推進 

・ 認知症と疑われる症状が発生した場合に、どこで、どのような医療や介護サービス

を受けられるのかを示す「認知症ケアパス」の普及・啓発を図る必要があります。 

・ 認知症を早期に発見し、適切なケアにつなげる体制を構築する必要があります。 

 

◇認知症ケアパスのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 認知症ケアパス：認知症の人やその家族が安心して、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、状 

況に応じた適切なサービス提供の流れを示したもの。  
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（５）高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進 

地域での活動や学習、スポーツ・レクリエーション等を通じて、誰もが健康で生き

がいのある生活を送れるよう、「いつでも、どこでも、だれでも」気軽に参加できる

生涯学習施策を体系的に推進していきます。 
 

① 交流活動の促進 

ア）老人クラブ活動の活性化の促進 

・ 高齢者が豊かな知識や経験を生かしながら、積極的に社会参加・社会貢献すること

を目指して、世代間交流や友愛訪問、施設慰問等、さまざまな活動を行っています。

しかし、加入者が年々減少傾向であることから、若手の加入推進や老人クラブ連合

会を中心とした村内関係機関との連携を図りながら、地域の特性に応じた多様な活

動を促進できるよう努めます。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

会員数 639 608 595 620 620 620 

 

イ）交流機会の充実 

・ 高齢者をはじめ誰もが地域の中で、世代を超え、ふれあいながら社会参加できるよ

う、ふれあいサロン等、交流機会の充実に努めています。今後も、村内の様々な社

会資源を活用しながら、高齢者の社会参加の機会を確保するために、交流機会の充

実に努めます。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

参加者数 3,998 3,676 1,912 4,030 4,040 4,050 

※令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で参加者数が少なく 

なっています 
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② 生涯学習機会の拡大 

ア）情報提供の充実 

・ 「おおたま生き粋大学」をはじめとした各種生涯学習の講座やイベント等の情報を

容易に入手できるよう、多様な媒体による広報の充実に努め、各種講座への参加を

促します。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

生き粋大学等の 

講座への参加者数 
68 69 65 70 70 70 

 

イ）講座の充実 

・ 高齢者が、現代社会に対応する知識の修得や心身の健康維持、交流の場となるよ

う、高齢者の多様な学習・文化活動のニーズに対応できるように、講座の充実を図

ります。また、一般向け講座への参加を促します。 

 

ウ）人材の育成 

・ 生涯学習を継続的・体系的に推進できるよう、「おおたま生き粋大学」や「おおた

ま大学院」等の機会を通じ、高齢指導者の活動の場の提供や人材確保を図っていま

す。今後とも、これらの取り組みを通して、指導者となる高齢者自身の生きがいづ

くりにつなげ、地域の慣習や伝統、長年培ってきた技術等を地域に還元できる仕組

みを構築します。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

おおたま大学院 

参加者数 
61 60 0 60 60 60 

    ※令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で実施していません 
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③ スポーツ・レクリエーション機会の拡大 

ア）情報提供の充実 

・ スポーツクラブの各サークルの活動の様子を広報紙でお知らせする等、活動の場の

周知に努めるとともに、サークルメンバーからの声掛けを促し、参加の促進を図っ

ています。引き続きスポーツクラブと連携し、様々な教室やサークル活動を通じ

て、運動の機会の提供を図るとともに、関係課間で連携し、村内に広く周知し、ス

ポーツ行事等への参加を促します。 

 

イ）講座やイベントの充実と自主活動の促進 

・ 各種スポーツ教室やイベントを継続・充実するとともに、自主的なスポーツ・レク

リエーション活動を促進します。講座やイベントの実施についても、引き続きス

ポーツ活動と健康づくり施策の連携強化に努めます。 

 

ウ）人材の育成 

・ 福島大学の学生を指導者としたスポーツ教室を開催する等、指導者の確保に努めて

います。引き続き、指導者の養成・確保に努めます。 

 

エ）おおたまスポーツクラブの活性化 

・ 高齢者になっても無理なく続けられる生涯スポーツの推進、運動を通じた健康づく

りとともに、地域コミュニティを高め、連帯感のある地域づくりを目指し、「おお

たまスポーツクラブ」の活用促進に努めます。 

・ スポーツクラブの各サークルの活動の様子を広報紙でお知らせしたり、サークルメ

ンバーからの声掛けを行ったりしたことにより、各サークル活動の参加者数が増加

傾向となっています。引き続き、スポーツクラブのサークル活動の参加者数が増加

するよう、活動の周知・参加促進に努めます。 

 

④ 高齢者の雇用・就労の促進 

・ ハローワークと連携し、求人情報を役場及び施設に配布・掲示し、求人情報等の周

知に努めています。引き続き、働く意欲のある高齢者の就労の機会と場を確保する

ため、行政、シルバー人材センター、ハローワーク、企業等の連携により、高齢者

の継続雇用や再就職を支援し、パソコン等、高齢者の技能の修得機会の拡大に努め

るとともに、ハローワークとの連携による求人情報の周知に努めます。 

・ 近隣市町村の商工会の協力を仰ぎ、技能講座を開催し、活躍できる就労の場を広げ

る取り組みを行います。 
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⑤ シルバー人材センターとの連携 

・ 元気な高齢者が地域における高齢者の生活支援サービスの担い手としても活躍でき

るようシルバー人材センター等と連携しながら、高齢者の社会参加を促進します。 

 

⑥ 元気づくりシステムとの連携 

・ コーディネーターが、ささやかな介入として、定期的に住民と接することのできる

元気づくりシステムは、身近に通うことのできる「通いの場」としての健康づくり

の役割のほかに、認知症の早期発見、早期対応の場としての活用を図ります。 
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３．安心・安全な暮らしの実現 

（１）人にやさしい環境づくりの推進 

高齢者をはじめ、誰もが安全で快適な生活を送ることができる環境の整備に努めま

す。 

 

① 生活環境の整備 

・ 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「大玉村が管理す

る村道における移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準を定める規則」に基

づいた道路整備を進めます。 

・ 今後も高齢者が住み慣れた自宅・地域において、安心して快適に暮らすことができ

るよう、計画的な道路整備を進めるとともに、防犯灯設置による防犯対策をはじめ、

防災対策、消費生活における相談窓口の設置、公共施設の段差解消や手すりの整備

等、すべての住民が利用しやすい環境づくりに向け、バリアフリー化等に努めます。 

 

② 暮らしやすい住宅づくりの促進 

・ 県の住生活基本計画及び高齢者居住安定確保計画による会議や懇談会に積極的に参

加し、情報収集に努めるとともに、建築関係団体、地域包括支援センター等が連携

しながら、民間住宅におけるユニバーサルデザイン※の普及に努めます。 

・ 介護保険制度における住宅改修費の支給制度や県及び村による２つの住宅改修助成

事業（「大玉村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業」と「大玉村住宅改修サー

ビス事業」）により、対象工事（手すりの設置、段差解消等）に対する補助金を交

付し、高齢者の居住環境の整備に努めています。今後も、高齢者が増加する地域の

実情を考慮し、自立して生活しやすい居住環境の整備を進めるとともに、補助制度

の周知を図ります。 

（単位：件） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

住宅改修補助件数 5 5 0 5 5 5 

     ※住宅改修補助件数については、「大玉村高齢者にやさしい住まいづくり助成事業」と 

「大玉村住宅改修サービス事業」を合わせた件数となっています 

 

 

 
※ ユニバーサルデザイン：障がいの有無・年齢・性別・国籍・能力などの違いに関わらず、多様な人々にとって利用 

しやすい設備や製品、情報を設計すること。  
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③ 多様な住まいの確保に関する支援 

・ 多様なニーズに対応した住まいの確保に向け、小規模多機能型居宅介護等の整備を

検討します。 

・ 適切な介護基盤整備のため、県や関係機関と連携し、有料老人ホームやサービス付

き高齢者向け住宅等の設置状況や居宅サービス等の提供状況の把握に努め、情報共

有を図ります。 

 

（２）移動・交通対策の充実 

高齢者の社会参加の一層の促進に向けて、移動手段の確保に努めています。今後も

高齢者が気軽に、安心して外出できるよう、外出支援策の充実や安全面に配慮した環

境の整備に努めます。 

 

① 移動支援体制の強化 

・ 介護保険該当外の移動が困難な一人暮らし高齢者や障がい者を対象として、通院や

社会参加を促進するため、ボランティアによる外出支援サービスを継続します。 

・ 既存のボランティアによる外出支援サービスに加え、デマンドタクシー※（たま

ちゃんタクシー）を利用することにより、外出の機会や交流の機会が増えるよう利

用促進を図ります。要支援・要介護認定者、障がい者、未就学児についてはデマン

ドタクシーの利用を無料としています。 

・ 福祉バスは、デマンドタクシーなど新たな移動手段もあることから、今後の運行に

ついて「公共交通検討委員会」で協議していきます。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

外出支援利用者数 36 16 18 15 15 15 

デマンドタクシー 

利用者数 
4,483 4,716 3,771 5,000 5,250 5,500 

福祉バス利用者数 1,739 1,432 800 800 800 800 

※「デマンドタクシー利用者数」、「福祉バス利用者数」の令和２年度については、新

型コロナウイルス感染症拡大の影響で利用者数が少なくなっています 

 
※ デマンドタクシー：電話予約等利用者のニーズに応じて柔軟な運行を行う公共交通の一形態。ニーズが分散してい 

       る場合等に適する。  
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② 交通安全対策の推進 

・ 高齢者が交通事故にあうことなく、安全に日常生活を営むことができるよう、関係

機関と連携し、高齢者交通安全教室等を通じて、高齢者やドライバーへの意識啓発

に努めるとともに、高齢者の運転免許自主返納を支援し、高齢者による交通事故抑

止を図り、引き続き、カーブミラーや横断歩道等、交通安全施設の設置や夜光反射

材の配布等を行います。 

 

（３）防災・防犯・感染症対策の充実 

東日本大震災やそれに伴う原発の事故、さらには令和元年の台風 19 号や新型コロ

ナウイルス感染症の拡大は、防災・感染症対策に対する対応強化の必要性を強く示し

ました。緊急時のみならず、普段からの災害や感染症、犯罪等の危険から高齢者を守

るため、危機管理体制の充実を図ります。 

 

① 防災体制及び避難行動要支援者対策の推進 

・ 広域消防等、関係機関との連携を強化し、緊急時の情報伝達や避難誘導、救助体制

の避難支援計画書の整備を進めるとともに、台風や警報発令時に一人暮らし高齢者、

老々世帯等への電話での安否確認、状況の説明等を行い、高齢者を災害から守る活

動に努めています。今後も地域防災の要となる自主防災組織の育成・強化に取り組

むとともに、地域での防災訓練を実施し、各種団体（消防団・民生児童委員協議会

等）との連携強化を図ります。 

・ 大玉村地域防災計画に基づき、一人暮らし高齢者や老々世帯、障がい者等で災害時

に支援が必要となる可能性の高い高齢者等の「避難行動要支援者名簿」への登録に

努めています。今後も定期的な登録更新、災害時の情報提供、安否確認や見守り、

地域での連絡体制、誘導体制、避難場所の確保等、関係機関との連携を図りながら、

避難行動要支援者避難支援体制の整備を進めます。 

 

② 防犯対策の充実 

・ 高齢者を狙った悪徳商法等の犯罪から守るために、広報紙等を通じて啓発に力を入

れるとともに、消費生活相談窓口の設置等、相談活動・見守り活動を通じて発生の

未然防止に努めます。 

・ 村民を犯罪から守るために、防犯団体と協力し、防犯パトロールを実施するととも

に、防犯活動の活性化に努めます。 
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③ 福祉避難所の指定 

・ 非常用電源の確保を行い、停電時も災害対策本部の運営ができるよう改善を図ると

ともに、災害備蓄品の増強に努めています。今後も避難行動要援護者としての高齢

者、障がい児者、妊産婦、乳幼児、病弱者等の対策を進めるよう、大玉村地域防災

計画に基づき、二次的避難所（福祉避難所）の指定、災害や緊急時の避難方法や物

資・器材等の整備を図ります。 

・ 大玉村保健センターのほか、災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定に

基づき、特別養護老人ホーム陽だまりの里や本宮市にある特別養護老人ホームぼた

ん荘を福祉避難所として指定しており、住民への周知を図ります。 

 

④ 感染症への備え 

・ 村が実施する介護予防等の事業の実施にあたっては、県や保健・介護・福祉部門と

の連携を引き続き推進するとともに、感染症対策の新たな課題検討に向けて、大玉

村新型コロナウイルス感染症対策本部及び大玉村新型インフルエンザ等対策本部と

の連携体制の構築を目指します。 

・ 日頃から介護保険施設や事業所等との連携に努めるとともに、感染拡大防止策の情

報提供や啓発を実施し、平時からの感染症に対する備えを進めます。 

・ 外出自粛による居宅生活が続くと、フレイル※を招く恐れがあるため、自粛生活期

間における自宅での健康づくりの取り組み等について、広報等を活用した啓発活動

に努めます。 

 

（４）住民参加型福祉のむらづくり 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、住民の理解や共感、支援を

得ながら、互いに交流し、ふれあい、理解しあえる環境整備に努めます。 

特に、地域福祉を推進していくうえで大きな役割を担う村社会福祉協議会の活動は、

今後も一層重要となるため、その活動を積極的に支援し、行政と一層の連携を深め、

地域福祉を推進していきます。 

ボランティア活動や自主的な組織活動は、高齢者の社会参加の一助になるとともに、

福祉の心を育み、福祉問題への関心を高めるうえで大きな役割を果たすため、活動、

体験機会の拡充に努めます。 

 

 

 

 

 

 
※ フレイル：健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態。  
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① 社会福祉協議会の体制強化の促進 

・ 地域福祉の中核的な役割を果たしている村社会福祉協議会について、組織体制の強

化、自主的な事業の拡充等の組織運営を支援します。また、行政と村社会福祉協議

会の役割を明確にしつつ、相乗効果を発揮できるよう引き続き連携の強化に努めま

す。 

 

② 地域保健福祉推進の体制づくり 

・ 民生児童委員、保健推進員、食生活改善推進員等、保健福祉の地域での活動の中心

的役割を担うリーダーを育成するため、さまざまな研修会等を開催し、引き続き連

携の強化に努めます。 

 

③ ボランティア活動の活性化 

・ 住民の自主的な企画・運営によるボランティアサポートセンターを拠点に、ボラン

ティアに関する調査・研究や、広報、育成、ボランティア同士の交流を幅広く実施

し、ボランティア活動の活性化を図ります。 

・ ボランティアサポートセンター運営委員会及びボランティアネットワーク会議の開

催を引き続き行い、ボランティア活動の活性化に努めます。 

（単位：回） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

ボランティア 

サポートセンター 

運営委員会及び 

ボランティア 

ネットワーク会議 

開催回数 

14 15 7 15 15 15 

※令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で利用者数が少なく 

なっています 

 

④ 地域での高齢者見守り体制の強化 

・ 大玉村内郵便局・本宮郵便局、ＪＡふくしま未来、みやぎ生活協同組合、安達収運

業協同組合と個別に地域見守りに関する協定を締結し、高齢者の見守り体制の強化

に努めています。今後も郵便局員の配達時における家庭訪問やつどいの場等、多様

な機会をとらえ、老人クラブ、大玉村商工会、ＪＡ、郵便局等各団体や、民生児童

委員、隣接住民等の協力により、高齢者の見守りに努めます。 
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⑤ 行方不明高齢者の早期発見 

・ 認知症等が原因で行方不明となった高齢者に対し、地域住民の見守りや各組織によ

る見守りの強化を図るとともに、ＧＰＳ装置の導入や大玉村高齢者等ＳＯＳネット

ワークの周知、協力機関との連絡調整に努めます。 

・ 地域住民の見守りや各組織による見守り強化のためにも、今後は認知症の正しい理

解と対応方法の周知を図ります。 

・ 早期に身元が判明できる専用 QRコードの活用に努めるとともに、対象者の親族や支

援者等の連絡体制を整え、認知症になっても住み慣れた環境で安心して暮らせる地

域づくりを推進します。 

（単位：団体） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

登録団体数 9 9 9 9 9 9 

 

⑥ 福祉意識の啓発 

・ 広報紙や福祉制度のリーフレット等の活用、ボランティア広報紙の発行等により、

各種サービスや福祉活動に関する情報提供に努め、住民の福祉に対する理解を深め

ています。今後とも、ボランティア広報紙の発行等を通じて、福祉意識の啓発に向

け、情報提供に努めます。 

・ 引き続きボランティア広報紙の発行、ホームページへの情報掲載等、福祉意識の啓

発に努めます。 

（単位：回） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

ボランティア広報紙 

の発行回数 
2 2 2 2 2 2 

 

⑦ 福祉教育の推進 

ア）学校における福祉教育の推進 

・ 本村の教育部門と保健福祉部門、村社会福祉協議会が連携して福祉教育のカリキュ

ラムを体系化し、課外活動の時間や総合的な学習の時間等を活用し、福祉施設での

体験学習や体験ボランティア等、体験型の福祉教育を行います。村内の小学校の要

請に基づき、福祉授業を実施しており、引き続き福祉教育の推進を支援します。 
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（単位：回） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

福祉授業開催回数 1 1 2 1 1 1 

 

イ）地域における福祉教育の推進 

・ 地域全体で福祉教育に取り組んでいくため、教育・福祉関係者、地域住民等の連携

を図ります。 

・ ボランティアフェスティバルやクリーンアップ活動等のボランティアの交流会の充

実に努め、誰もが気軽に体験しながら学べる体制を整備します。 

・ 地域学校協働本部における「学校支援事業」や「放課後支援事業」のボランティア

を中心に、研修会を通じた学習活動を検討します。 

（単位：回、人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

ボランティア交流会 

開催回数 
3 3 2 3 3 3 

研修会参加者数 28 21 32 30 30 30 

※「ボランティア交流会開催回数」の令和２年度については、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響で開催回数が少なくなっています 
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（５）東日本大震災及び原子力災害による被災者支援 

① 地域支え合い体制助成事業の推進 

・ 本村に避難している避難地域自治体の高齢者を地域で見守る活動について、引き続

き福島県社会福祉協議会委託事業による生活支援相談員を配置し、避難元自治体及

び社会福祉協議会や関係機関と連携して見守り活動に取り組みます。 

・ 被災者の介護保険料の減免を引き続き実施し、支援制度について、適切な利用を促

進します。 

（単位：人） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

生活支援相談員の 

配置人数 
2 1 1 1 1 1 

 

② 地域交流の場の提供 

・ 災害公営住宅等で生活する避難者の方を対象に地域交流の場を提供します。 

・ 引き続き、福島県社会福祉協議会委託事業による生活支援相談員を配置し、避難元

自治体及び社会福祉協議会や関係機関と連携して災害公営住宅でのサロン活動が自

立したものとなるよう支援を行います。 

（単位：回） 

区   分 

実績（見込） 見通し 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

サロン開催回数 12 11 8 12 12 12 

※令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で開催回数が少なく

なっています 

 

③ 原発避難者特例法に基づく事務の実施 

・ 原発避難者特例法に基づき、指定市町村の介護認定申請や認定調査・主治医意見書

の依頼等の事務を実施しました。今後も原発避難者特例法に基づき、指定市町村の

特例事務を執ります。 

  



 67 

４．介護保険サービスの充実と適正化 

（１）居宅サービスの充実 

高齢者の多くは、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域での生活を続けたい

と思っています。この思いに応えていくためには、居宅サービスの充実が重要であり、

一人ひとりの状態に応じたケアマネジメントが徹底できる体制確保と、適正利用を推

進します。 

各種介護保険サービスの見込みに対する供給量は、村内及び圏域内の事業所による

提供体制で対応できる見込みとなっています。必要なサービスが適正に利用できるよ

うに努めます。 

 

（２）施設サービスの充実 

在宅での生活が困難な要介護状態にある方が、それぞれの心身の状況に応じて適切

なケアを受けることができるよう、施設で生活するサービスを提供します。今後も、

高齢者や要介護等認定者の増加を勘案し、利用ニーズが充足できるよう、村内の施設

だけではなく、近隣市の介護保険入所施設やサービス付き高齢者住宅等への入所調整

に努めるとともに、総合事業所の指定や地域密着型サービスの越境指定について、近

隣市と協議し、提供体制の確保に努めます。 

 

（３）地域密着型サービスの充実 

地域密着型サービスは、認知症や要介護状態にある方でも、可能な限り身近な地域

で生活できるように市町村が指定するサービスです。原則として施設がある市町村に

在住する要支援・要介護認定者のみが利用できる制度ではありますが、医療系サービ

ス、認知症対応等の地域のニーズ等を勘案し、地域密着型サービスの越境指定につい

て近隣市と協議し、提供体制の確保を図ります。 

 

（４）共生型サービスの導入の検討 

「我が事・丸ごと」の共生社会の実現に向けた取り組みのなかで、高齢者と障がい

児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障がい福祉両方の

制度に共生型サービスが位置付けられています。地域の実情にあった柔軟なサービス

の展開を視野に高齢福祉係及び社会福祉係の連携のもと、実施について検討します。 
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（５）介護給付適正化と介護保険制度適正利用の推進 

① 積極的な情報提供 

・ 介護保険制度や各種サービス等について、広報紙や出前講座により積極的な情報提

供に努めます。 

 

② 適切な要介護認定の実施 

・ 介護認定審査は、あだち地方介護認定審査会（二本松市、本宮市、大玉村の３市村）

によって運営しており、今後も適切で効率的な認定事務が行われるよう努めます。 

・ コロナウイルス感染症拡大防止のため、介護認定審査会は書面にて開催しており、

今後の開催方法については必要に応じて検討を行います。 

 

③ サービス量の確保 

・ 今後人口減少及び介護サービス需要の増大が見込まれるため、近隣市と介護サービ

スの利用調整や既存施設の有効活用等を実施し、サービス量の確保に努めます。 

・ サービス量の見込みを定める際は、地域間の移動や住民のサービス利用の在り方も

含めた地域特性を踏まえながら、適正に検討を行うよう努めるとともに、有料老人

ホームやサービス付き高齢者向け住宅の設置状況等を踏まえ、検討を行います。 

・ 総合事業の量の見込みを定める際は、費用や事業者・団体数、利用者について、見

込むよう努めるとともに、市町村の判断により、希望する要介護認定者が総合事業

の対象となり得ることを留意するよう努めます。 

 

④ サービスの質の向上 

・ 選択的サービス（運動機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上

サービス）を行う介護予防通所サービス事業所に対して、効果的なサービスの提供

ができているかを評価する事業所評価加算を行い、サービスの質の向上に努めます。 

 

⑤ 介護サービス利用料助成の実施 

・ 低所得者の負担の軽減を図るため、社会福祉法人等利用者負担額軽減事業及び介護

保険サービス利用者負担軽減対策事業により、介護サービスの利用料助成を引き続

き実施します。 
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⑥ 保険料の適切な徴収 

・ 保険料の負担の公平化を図るため、所管課と連携しながら周知を図り、保険料の未

納・滞納対策を進め、適切な徴収に努めています。今後も公平性を図るため、給付

制限の実施や収納事務の強化等により、適切な徴収に努めます。 

 

⑦ 苦情処理体制の充実 

・ 介護保険に関する苦情処理は、認定については県の介護保険審査会、サービスにつ

いては国民健康保険団体連合会において対応する体制となっており、村は住民の第

一次的な相談窓口としての役割が果たせるよう、相談体制の充実に努めます。 

 

⑧ 介護給付適正化の取り組み 

・ 介護サービスを必要とする高齢者を適切に認定し、高齢者が真に必要とする過不足

のないサービスが提供されるよう、国の「第４期介護給付適正化計画に関する指針」

を踏まえ、適正化事業の主要５事業（認定調査チェックやケアプラン点検、住宅改

修等の点検、縦覧点検・医療情報との突合、介護給付費の通知）を実施し、不適切

な給付の削減と介護保険制度の信頼の確保及び持続可能な介護保険制度の構築に努

めます。 

・ サービスの質の確保・向上と、利用者へのサービス情報の周知を図るため、県、そ

の他関係機関と連携しながら、介護事業所の第三者評価・介護サービス情報の公表

の実施を促進します。 

・ 認定調査員の資質の向上と調査結果の平準化を目指します。また、調査内容につい

ては調査員本人以外の目で再点検を実施します。 

・ ケアプランの点検については、自立支援型地域ケア会議との連携等、実施方法や指

導について検討します。 

・ 住宅改修等の点検（住宅改修の点検、福祉用具購入・貸与調査）について、聞き取

りや現地調査を取り入れます。 

・ 縦覧点検・医療情報との突合については、県国保連への委託により実施し、

突合結果一覧表等の点検・確認を行います。 

・ 介護給付費については、利用者へ定期的に通知します。 
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第５章 介護保険事業計画 

１．サービス対象者数の推計 

本村の高齢者数は増加傾向となっており、団塊世代が 75 歳以上となる令和７年に

は 2,488人、高齢化率 27.6％となる見込みです。 

要支援・要介護認定者数は、微増傾向となっており、令和３年度は 378人、令和４

年度は 379人、令和５年度は 388人、令和７年度は 383人と見込まれます。 

◇計画期間及び令和 7年度の被保険者数・要介護認定者数の見込み 

（単位：人） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

40～64歳 2,743 2,787 2,813 2,823 

 前期高齢者 

（65～74歳） 
1,361 1,337 1,322 1,279 

 後期高齢者 

（75歳以上） 
1,041 1,068 1,111 1,209 

高齢者数 2,402 2,405 2,433 2,488 

高齢化率 27.2％ 27.1％ 27.3％ 27.6％ 
 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 

総数 378  379  388  383 

 要支援 1 35  34  36  36  

要支援 2 42  41  41  40  

要介護 1 58  60  62  61  

要介護 2 80  82  85  85  

要介護 3 57  57  59  55  

要介護 4 64  62  61  61  

要介護 5 42  43  44  45  

※介護保険サービス量見込み算出の推計人口であり、第五次大玉村総合振興計画の推計人口とは異なる 

※要支援・要介護認定者は第１号被保険者数における人数を記載 

資料：住民基本台帳（平成 28 年から令和２年９月 30 日現在）を用いたコーホート・センサス変化率法にて算出 
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２．居宅サービス 

① 訪問介護 

訪問介護員（ホームヘルパー）が要介護認定者等の居宅を訪問して、入浴・排泄・

食事等の介護や調理・掃除・洗濯等の家事、生活等に関する相談・助言等、日常生活

上の世話を行うサービスです。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【訪問介護】 （単位：人／月 回／月） 

計画値 

（人） 
43  45  46  29 28 29 

実績 

（人） 
33  28  29     

計画値 

（回） 
996  1,037  1,065  646 665 686 

実績 

（回） 
706 616 462    

 ※令和２年度については、見込の数値を掲載しています（以下同様）  

※令和３年度以降は厚労省ワークシートによる推計値を示しています（以下同様） 
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② 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

自宅浴槽での入浴が難しい要介護認定者等の自宅を入浴車等で訪問し、浴槽を提供

して入浴の介護を行うサービスです。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【訪問入浴介護】 （単位：人／月 回／月） 

計画値 

（人） 
11  11  11  10 11 10 

実績 

（人） 
7 5 9    

計画値 

（回） 
47  44  44  41 43 41 

実績 

（回） 
34 26 41    

【介護予防訪問入浴介護】 （単位：人／月 回／月） 

計画値 

（人） 
0  0  0  0  0  0  

実績 

（人） 
0  0  0     

計画値 

（回） 
0  0  0  0  0  0  

実績 

（回） 
0  0  0     
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③ 訪問看護・介護予防訪問看護 

訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が要介護認定者等の居宅を訪問し

て、療養上の世話や家族への相談・助言、診療の補助等を行うサービスです。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【訪問看護】 （単位：人／月 回／月） 

計画値 

（人） 
22  24  25  31 32 33 

実績 

（人） 
17 21 29    

計画値 

（回） 
126  134  143  111 126 131 

実績 

（回） 
100 130 104    

【介護予防訪問看護】 （単位：人／月 回／月） 

計画値 

（人） 
1  1  1  9 10 11 

実績 

（人） 
3 3 8    

計画値 

（回） 
4  4  4  40 45 45 

実績 

（回） 
13 16 40    
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④ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

病院・診療所の理学療法士や作業療法士が、要介護認定者等の居宅を訪問して、理

学療法や作業療法その他の必要なリハビリテーションを行うサービスです。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【訪問リハビリテーション】 （単位：人／月 回／月） 

計画値 

（人） 
4  4  4  8 9 9 

実績 

（人） 
3 4 8    

計画値 

（回） 
30  30  30  29 38 44 

実績 

（回） 
33 46 27    

【介護予防訪問リハビリテーション】 （単位：人／月 回／月） 

計画値 

（人） 
1  1  1  4 5 6 

実績 

（人） 
0 2 4    

計画値 

（回） 
4  4  4  22 23 24 

実績 

（回） 
0 17 21    

 

⑤ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

要介護認定者等に対して、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯

科衛生士、管理栄養士が自宅を訪問して行う療養上の管理、指導等を行うサービスで

す。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【居宅療養管理指導】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
14  14  15  34 35 36 

実績 

（人） 
15 14 32    

【介護予防居宅療養管理指導】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
0 0 0 1 1 1 

実績 

（人） 
0 0 1    
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⑥ 通所介護 

要介護認定者等がデイサービスセンター等に通い、入浴や食事の提供とこれらに伴

う介護、生活等に関する相談・助言、健康状態の確認と機能訓練を受けるサービスで

す。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【通所介護】 （単位：人／月 回／月） 

計画値 

（人） 
70  72  76  90 91 94 

実績 

（人） 
68 80 86    

計画値 

（回） 
586  613  647  766 791 818 

実績 

（回） 
539 653 679    

 

⑦ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

要介護認定者等が、介護老人保健施設や病院、診療所に通い、心身の機能維持の回

復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他のリハ

ビリテーションを受けるサービスです。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【通所リハビリテーション】 （単位：人／月 回／月） 

計画値 

（人） 
54  55  56  44 45 46 

実績 

（人） 
55 50 44    

計画値 

（回） 
456  464  470  360 398 421 

実績 

（回） 
441 393 338    

【介護予防通所リハビリテーション】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
11  11  11  9 9 10 

実績 

（人） 
7 7 9    
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⑧ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

特別養護老人ホーム等に短期間入所して、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日

常生活上の世話を受けるサービスです。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【短期入所生活介護】 （単位：人／月 日／月） 

計画値 

（人） 
21  22  23  31 32 33 

実績 

（人） 
27 33 31    

計画値 

（日） 
196  206  216 261 274 284 

実績 

（日） 
235 246 259    

【介護予防短期入所生活介護】 （単位：人／月 日／月） 

計画値 

（人） 
2  2  2  2 2 2 

実績 

（人） 
1 2 2    

計画値 

（日） 
4  4  4  9 14 14 

実績 

（日） 
2 13 6    
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⑨ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

老人保健施設等へ短期間入所して、機能訓練等の必要な医療や日常生活上の世話を

受けるサービスです。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【短期入所療養介護】 （単位：人／月 日／年） 

計画値 

（人） 
19  19  19  15 14 15 

実績 

（人） 
15 15 13    

計画値 

（日） 
101  101  100  107 99 105 

実績 

（日） 
92 106 95    

【介護予防短期入所療養介護】 （単位：人／月 日／年） 

計画値 

（人） 
1  1  1  1 1 1 

実績 

（人） 
1 1 1    

計画値 

（日） 
7  7  7  8 8 10 

実績 

（日） 
13 9 8    

 

⑩ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

特定施設（有料老人ホームとケアハウス）に入所している要介護認定者等に対して

提供される入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療

養上の世話を受けるサービスです。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【特定施設入居者生活介護】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
3  4  4  2 2 2 

実績 

（人） 
2 1 2    

【介護予防特定施設入居者生活介護】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

実績 

（人） 
0 0 0    
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⑪ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

要介護認定者等に対して、日常生活上の便宜を図るための用具や、機能訓練のため

の福祉用具を貸し出すサービスです。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【福祉用具貸与】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
90  94  99  114 114 116 

実績 

（人） 
102 105 112    

【介護予防福祉用具貸与】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
16  17  18  44 45 47 

実績 

（人） 
20 28 41    

 

⑫ 特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費 

入浴または排泄用の福祉用具の購入費用の一部を給付するサービスです。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【特定福祉用具購入費】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
3  3  3  4 4 4 

実績 

（人） 
2 2 4    

【特定介護予防福祉用具購入費】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
2  2  2  0 0 0 

実績 

（人） 
0 1 0    
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⑬ 住宅改修・介護予防住宅改修 

段差の解消や手すりの設置等の小規模な住宅改修の費用の一部を給付するサービス

です。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【住宅改修】 （単位：人／年） 

計画値 

（人） 
1  1  1  1  1  1  

実績 

（人） 
1  1  1     

【介護予防住宅改修】 （単位：人／年） 

計画値 

（人） 
1  1  1  1 1 1 

実績 

（人） 
0 0 1    

 

⑭ 居宅介護支援・介護予防支援 

介護サービス計画及び介護予防サービス計画を作成し、計画に基づいたサービスが

受けられるよう支援するサービスです。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【居宅介護支援】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
154  158  162  169 166 178 

実績 

（人） 
149 158 164    

【介護予防支援】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
28  29  29  53 53 54 

実績 

（人） 
25 34 46    
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３．施設サービス 

① 介護老人福祉施設 

常に介護が必要で自宅での生活が困難な寝たきり等の高齢者が入所し、食事や入浴

等の介護を受ける施設です。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
60 61 62 60 61 62 

実績 

（人） 
61 58 59    

 

② 介護老人保健施設 

病状が安定しており、リハビリテーションや看護、介護が必要な高齢者が入所し、

介護や機能訓練、必要な医療を受ける施設です。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【介護老人保健施設（老人保健施設）】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
47 48 49 40 41 42 

実績 

（人） 
40 37 40    
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③ 介護療養型医療施設・介護医療院 

長期療養が必要な方が入院し、医学的管理のもとで介護や必要な医療を受ける医療

施設です。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【介護療養型医療施設・介護医療院】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
2 2 2 0 1 0 

実績 

（人） 
0 0 0    
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４．地域密着型サービス 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

平成 24 年度から創設されたサービスで、訪問介護と訪問看護が連携して巡回また

は随時訪問して日常生活上及び療養上の世話を行うサービスです。 

② 夜間対応型訪問介護 

夜間の定期的な巡回訪問または通報により、訪問介護員（ホームヘルパー）や介護

福祉士が居宅を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・掃除・洗濯等の家事、

生活等に関する相談・助言等、日常生活上の必要な世話を行うサービスです。本計画

期間に利用量は見込みませんが、利用ニーズ等の把握に努めます。 

③ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の高齢者に対し、デイサービスセンター等に通い、入浴、排泄、食事等の介

護やその他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 （単位：人／月 回／月） 

計画値 

（人） 
- - - 1 1 1 

実績 

（人） 
0 1 1    

【認知症対応型通所介護】 （単位：人／月 回／月） 

計画値 

（人） 
2  2  2  1 1 1 

実績 

（人） 
0 0 1    

計画値 

（回） 
12  12 12  8 8 8 

実績 

（回） 
0 6 7    

【介護予防認知症対応型通所介護】 （単位：人／月 回／月） 

計画値 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

実績 

（人） 
0 0 0    

計画値 

（回） 
0 0 0 0 0 0 

実績 

（回） 
0 0 0    
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④ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

「通い」を中心として、利用者の心身の状況や希望に応じて、随時「訪問」や「泊

まり」も組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援するサー

ビスです。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【小規模多機能型居宅介護】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
2  2  3  3 3 3 

実績 

（人） 
3 2 3    

【介護予防小規模多機能型居宅介護】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

実績 

（人） 
0 0 0    

 

⑤ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症のある高齢者に対し、その共同生活を営む住居において、入浴・排泄・食事

等の介護やその他日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【認知症対応型共同生活介護】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
7  7  7  10 10 10 

実績 

（人） 
8 10 10    

【介護予防認知症対応型共同生活介護】 （単位：人／月） 

計画値 

（人） 
0 0 0 0 0 0 

実績 

（人） 
0 0 0    
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⑥ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

施設に入所する要介護認定者に対して、入浴・排泄・食事等の介護やその他の日常

生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うサービスです。これまで

利用がみられないことから、本計画期間に利用量は見込んでいません。 

 

⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

小規模特別養護老人ホーム（入所定員が 29 人以下の施設）に入所する要介護認定

者に対して、入浴、排泄、食事等の介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、健

康管理及び療養上の世話を行うサービスです。これまで利用がみられないことから、

本計画期間に利用量は見込んでいません。 

 

⑧ 看護小規模多機能型居宅介護（旧：複合型サービス） 

平成 24 年度から創設されたサービスで、小規模多機能型居宅と訪問看護等を組み

合わせて実施するものです。本計画期間に利用量は見込みませんが、利用ニーズ等の

把握に努めます。 

 

⑨ 地域密着型通所介護 

平成 28年４月１日から通所介護事業所のうち，事業所の利用定員が 19人未満の事

業所については，地域との連携や運営の透明性の確保、地域包括ケアシステムの構築

を図る観点から整合性のあるサービス基盤の整備を行う必要があるため、地域密着型

通所介護事業所に移行して事業を実施しています。 

◇利用実績と見込み 

 平成 30年度 

実績 

令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

見込み 

令和４年度 

見込み 

令和５年度 

見込み 

【地域密着型通所介護】 （単位：人／月 回／月） 

計画値 

（人） 
5  6  7  2 2 2 

実績 

（人） 
1 2 2    

計画値 

（回） 
38  50  57  31 31 31 

実績 

（回） 
3 24 27    
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５．介護保険事業費 

（１）計画期間の介護保険事業費の推計 

① 介護保険給付費 

第８期計画期間である、令和３～５年度の計画期間のサービス別介護給付費の推計

は、以下の通りです。 

◇居宅サービス/地域密着型サービス/施設サービス給付費の推計 

（単位：千円） 

 
令和３年度 
推計 

令和４年度 
推計 

令和５年度 
推計 

（１）居宅サービス 223,312 233,524  241,323  

 

① 訪問介護 23,259 23,944 24,487 

② 訪問入浴介護 5,719 5,989 5,722 

③ 訪問看護 7,946 8,925  9,237  

④ 訪問リハビリテーション 1,057 1,400 1,592 

⑤ 居宅療養管理指導 3,713 3,792 3,898 

⑥ 通所介護 75,845 78,251 81,513 

⑦ 通所リハビリテーション 39,097 43,706 45,614 

⑧ 短期入所生活介護 27,445 29,036 30,088 

⑨ 短期入所療養介護 14,231 13,455 13,957 

⑩ 特定施設入居者生活介護 6,085 6,089 6,089 

⑪ 福祉用具貸与 17,943 17,965 18,154 

⑫ 特定福祉用具購入費 972 972 972 

（２）地域密着型サービス 45,806  45,832  46,066  

 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1,282 1,283 1,283 

② 夜間対応型訪問介護 0 0 0 

③ 認知症対応型通所介護 876  877  877  

④ 小規模多機能型居宅介護 9,712 9,717 9,717 

⑤ 認知症対応型共同生活介護 31,357 31,375 31,375 

⑥ 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 

⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 

⑧ 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 0 0 0 

⑨ 地域密着型通所介護 2,579 2,580 2,814  

（３）住宅改修 2,160 2,160 2,160 

（４）居宅介護支援 40,341 39,320 42,535 

（５）介護保険施設サービス 329,054  335,549  341,077  

 

① 介護老人福祉施設 187,017 190,010 192,900 

② 介護老人保健施設 142,037 145,539 148,177 
③ 介護医療院 0 4,023 0 
④ 介護療養型医療施設 0 0 0 

介護給付費計（Ⅰ） 640,673 660,408 673,161 
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◇介護予防居宅サービス/介護予防地域密着型サービス給付費の推計 

（単位：千円） 

 
令和３年度 

推計 

令和４年度 

推計 

令和５年度 

推計 

（１）介護予防居宅サービス 12,290  13,267  14,319  

 

① 介護予防訪問入浴介護 0 0 0 

② 介護予防訪問看護 2,745 3,089  3,089  

③ 介護予防訪問リハビリテーション 746  795  829 

④ 介護予防居宅療養管理指導 125 125 125 

⑤ 介護予防通所リハビリテーション 3,097 3,099 3,829 

⑥ 介護予防短期入所生活介護 720 1,151 1,151 

⑦ 介護予防短期入所療養介護 847 847 994 

⑧ 介護予防特定施設入居者生活介護 0 0 0 

⑨ 介護予防福祉用具貸与 4,010 4,161 4,302 

⑩ 特定介護予防福祉用具購入費 0 0 0 

（２）地域密着型サービス 0  0  0  

 

① 介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 

② 介護予防小規模多機能型居宅介護 0 0 0 

③ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 

（３）介護予防住宅改修 1,751 1,751 1,751 

（４）介護予防支援 2,899 2,901 2,957 

介護予防給付費計（Ⅱ） 16,940 17,919 19,027 
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② 地域支援事業費 

地域支援事業は、65 歳以上の人を対象に、要介護状態（要支援や要介護）になら

ないよう、地域包括支援センターが中心となって、介護予防・日常生活支援総合事業、

包括的支援事業・任意事業を実施するものです。村は実施主体として、地域包括支援

センターへ委託し、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業による訪問

系・通所系の介護予防事業を実施しています。また、医療と介護の連携、事業所やケ

アマネジャーとの連携、地域支え合い活動の推進等、介護や支援が必要になっても地

域で暮らせるための体制づくりに取り組んでいます。 

地域支援事業費の推計は、以下の通りです。 

◇地域支援事業費の推計（内訳） 

（単位：千円） 

 
令和３年度 

推計 

令和４年度 

推計 

令和５年度 

推計 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業費 15,358 16,871 18,536 

（２）包括的支援事業（地域包括支援センター 

の運営）及び任意事業費 
16,314 17,946 19,740 

（３）包括的支援事業（社会保障充実分） 6,007 6,554 7,155 

合  計 37,679 41,371 45,431 
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➂ 介護保険事業費 

標準給付費と地域支援事業費の令和３～５年度の推計額の合計は、以下の通りです。 

介護保険給付費は、令和３年度は７億 3,870万１千円、令和４年度は７億 6,152万

７千円、令和５年度は７億 7,986万６千円と増加傾向で推移するものと見込まれます。 

◇介護保険事業費の推計 

（単位：千円） 

 令和３年度 推計 令和４年度 推計 令和５年度 推計 

介護給付費（Ⅰ） 640,673 660,408 673,161 

介護予防給付費（Ⅱ） 16,940 17,919 19,027 

総給付費 計 A 657,613  678,327  692,188  

 
特定入所者介護 
サービス費等給付額 
（財政影響額調整後） 

30,632  28,963  29,252  

高額介護サービス費等 
給付額 
（財政影響額調整後） 

10,729  10,798  10,906  

高額医療合算介護 
サービス費等給付額 

1,457  1,471  1,486  

算定対象審査 
支払手数料 

591  597  603  

小  計   B 43,409  41,829  42,247  

 
標準給付費見込額 
（A＋B）  C 

701,022  720,156  734,435  

 

地域支援事業費 D 37,679  41,371  45,431  

 

 

介護予防・日常生活

支援総合事業費 
15,358  16,871  18,536  

包括的支援事業 

（地域包括支援セン

ターの運営） 

及び任意事業費 

16,314  17,946  19,740  

包括的支援事業 
（社会保障充実分） 

6,007  6,554  7,155  

 

合 計 （C＋D） 738,701 761,527 779,866 
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（２）介護保険料の算定 

計画期間の介護保険給付費を見込み、令和３年度から５年度までの３年間で第１号

被保険者が負担する介護保険料を設定します。 

令和３年度から令和５年度までの第１号被保険者負担割合は 23％、第２号被保険

者負担割合は 27％になります。 

◇介護保険料の算定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保険料基準額年額÷12＝保険料基準月額（第５段階） 

令和３～５年度における高齢者人口の推移を予測 

令和３～５年度における要介護度別認定者数を推計 

在宅サービス利用者数の推計 施設サービス利用者数の推計 

居住系サービス利用者数の推計 

令和２度の給付見込み等に基づき在宅、施設・居住系の介護保険
サービス量及び給付費を推計 

 
保険料収納必要額 第１号被保険者負担分相当額 ＝ 調整交付金相当額 

調整交付金見込額 

＋ ― 

財政安定化基金拠出金見込額 ＋ 財政安定化基金償還金 

準備基金取崩額 審査支手数料差引額 

＋ ― 

＋ ＋ 市町村特別給付費等 ＋ 

市町村相互財政安定化事業負担額 ― 市町村相互財政安定化事業交付額 

 
保険料収納必要額 予定保険料収納率 ÷ 所得段階別加入割合補正被保険者数 ÷ ＝ 

保険料の基準額（年間） 
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◇介護保険料の算定 

 ３年間合計 

標準給付費見込額 2,155,612,098円 

地域支援事業費 124,480,834円 

合 計 2,280,092,932円 

第１号被保険者負担分相当額 524,421,374円  

調整交付金見込交付割合 3年間平均3.10％ 

後期高齢者加入割合補正係数 3年間平均 1.0474 

所得段階別加入割合補正係数 3年間平均 1.0336 

調整交付金見込額 68,104,000円 

基金取崩金額 30,000,000円 

保険料収納必要額 536,645,357円 

予定保険料収納率 99.5％ 

３年間の段階別第１号被保険者数合計 

7,240人 

第１段階 644人  

第２段階 389人 

第３段階 377人 

第４段階 1,239人 

第５段階 1,913人 

第６段階 1,178人 

第７段階 792人 

第８段階 401人 

第９段階 307人 

所得段階別加入割合補正後被保険者数 7,491人 

保険料基準月額（第５段階）  6,000円 

保険料基準年額（第５段階）  72,000円 
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（３）介護保険料徴収の９段階設定 

第８期計画期間から介護保険料段階は、標準９段階の設定となっており、第８期計

画期間においても所得に応じた負担となるように、９段階に設定します。 

◇本計画期間の所得段階・負担割合の設定 

 第８期  大玉村 

対象者   保険料（円） 

 保険料率 年額 月額 

第１段階 

基準額 

×0.50 

（×0.30） 

36,000 

（21,600） 

3,000 

（1,800） 

生活保護被保護者、世帯全員が市町村民税非

課税の老齢福祉年金。世帯全員が市町村民税

非課税かつ本人年金収入等 80万円以下等 非

課

税

世

帯 

第２段階 

基準額 

×0.75 

（×0.50） 

54,000 

（36,000） 

4,500 

（3,000） 

世帯全員が非課税かつ 

本人年金収等 80万円超 120万円以下 

第３段階 

基準額 

×0.75 

（×0.70） 

54,000 

（50,400） 

4,500 

（4,200） 

世帯全員が市町村民税非課税かつ 

本人年金収入 120万円超 

第４段階 
基準額 

×0.90 64,800 5,400 
本人が非課税かつ 

本人年金収入等 80万円以下 

課

税

世

帯 

第５段階 
基準額 

×1.00 72,000 6,000 
本人が市町村民税非課税かつ 

年金収入等 80万円以上 

第６段階 
基準額 

×1.20 86,400 7,200 
市町村民税課税かつ 

基準所得金額 120万円未満 

第７段階 
基準額 

×1.30 93,600 7,800 
市町村民税課税かつ 

基準所得金額 120万円以上 210万円未満 

第８段階 
基準額 

×1.50 108,000 9,000 
市町村民税課税かつ 

基準所得金額 210万円以上 320万円未満 

第９段階 
基準額 

×1.70 122,400 10,200 
市町村民税課税かつ 

基準所得金額 320万円以上 
※ただし、低所得者の１号保険料の軽減強化施策により、軽減の対象となる段階区分ついては、上記の 

基準額に対する割合が第１段階では 0.30、第２段階では 0.50、第３段階では 0.70 に軽減されます 
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の見直し 

情報提供・参加 

行政・関係機関 住民 

介護保険運営協議会 住民ニーズ 
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
客
観
的
評
価 

点検・調査 

計画 サービス 

情
報
公
開 

協 

議 

再
構
築 

次期計画への反映 
新たなサービスの提供 

第６章 計画の推進に向けて 

１．計画の推進体制・進行管理 

（１）計画の推進体制 

社会福祉協議会、民生児童委員協議会、医師会等の各種保健福祉関連機関、訪問介

護員（ホームヘルパー）、介護職員等の専門的人材、行政区、老人クラブ等の団体や

一般住民の代表者等によって構成する「介護保険運営協議会」において、本計画の進

捗状況等について定期的に点検し、計画推進における課題等を検討して改善の方向性

を協議します。 

計画の検討、立案及び推進は、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて極めて

重要な過程であり、庁内一丸となって、取り組みを進めることが望ましいことから、

企画・総務部局等との連携を図りながら、協議を行う体制の整備に努めます。 

 

◇推進方策 
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（２）計画の進行管理 

高齢者福祉に係る様々な施策の進捗状況を把握

し、効果検証を行うとともに、計画の見直しや施

策の改善、充実につないでいく、ＰＤＣＡサイク

ルを確立します。 

目標や指標の達成状況を把握し、計画最終年に

おいて必要な計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

２．計画の円滑な運営に関する取り組み 

（１）データ利活用における個人情報の取扱への配慮 

介護保険事業状況報告、地域包括ケア見える化システムをはじめとする各種調査報

告や分析システムにおける個人情報の取扱へ配慮しつつ、関連データの活用促進を図

るための環境整備を検討します。 

 

（２）保険者機能強化推進交付金等を活用した取り組み 

平成 29 年度の法改正により、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者の

取り組みや都道府県による保険者支援の取り組みが全国で実施されるよう、ＰＤＣＡ

サイクルによる取り組みが制度化されました。この一環として、市町村や都道府県の

様々な取り組みの達成状況を評価できるよう客観的な指標を設定し、高齢者の自立支

援、重度化防止等に関する取り組みを推進するための保険者機能強化推進交付金が創

設され、令和２年度には、介護保険制度における介護予防の位置付けを高めるため、

保険者機能強化推進交付金に加え、介護保険保険者努力支援交付金が創設され、介護

予防・健康づくり等に資する取り組みを重点的に評価することになりました。 

各市町村が行う自立支援・重度化防止の取り組みの評価指標の達成状況に応じて、

交付金が交付されており、交付金は市町村の独自事業への活用が可能です。高齢者の

自立支援・重度化防止等を一層強化するため、交付金を活用した独自事業の展開を検

討します。 

 

  

Action 

（改善） 

Plan 

（計画） 

Do 

（実行） 

Check 

（評価） 



 94 

 

資 料 編 

 

○大玉村介護保険運営協議会設置規則 

平成12年12月25日 

規則第15号 

改正 平成13年9月26日規則第12号 

(設置) 

第1条 大玉村介護保険条例(平成12年条例第2号)第10条第2項に基づき、大玉村介護保険運

営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、大玉村介護保険事業を円滑に運営するため次の事項

を調査審議する。 

(1) 提供サービスの状況及び事業者間の連携状況等の評価に関すること。 

(2) 行政機関における調整・連携等の点検及び評価に関すること。 

(3) サービスの質的・量的な観点や地域の保健・医療・福祉の関係委員会等の意見を反

映した評価に関すること。 

(4) 住民及び利用者のサービスに対する満足度の評価に関すること。 

(5) 介護保険特別会計の予算・決算等、執行状況及び第1号被保険者保険料に関するこ

と。 

(6) 介護保険事業計画の進行管理、基盤整備目標による改定及び課題等調査研究に関す

ること。 

(7) その他、必要に応じた調査研究に関すること。 

(組織) 

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。 

(1) 識見を有する者 

(2) 被保険者を代表する者 

(3) 介護サービス事業者等を代表する者 

(4) 医療保険者を代表する者 

(5) 公益代表者 

(6) 前号に掲げる者のほか、村長が認める者 
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(委員の任期) 

第4条 委員の任期は3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が団体等の役職

の資格を失ったときは、委員の職を失うものとする。 

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会長) 

第5条 協議会に会長1人を置く。 

2 会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。 

4 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務

を代理する。 

(会議) 

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急止

むを得ないと認めたときは、出席委員の同意を得て会長が専決で処理し、次回の協議会に

おいて承認を求めるものとする。 

(庶務) 

第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。 

(その他必要な事項) 

第8条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。 

附 則 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則の施行後、最初に開催される協議会の会議招集は、第6条の規定にかかわらず

村長が招集する。 

3 第4条に定める最初の委員の任期は、平成15年3月31日までとする。 

附 則(平成13年規則第12号) 

 この規則は、平成 13 年 10 月 1 日から施行する。 
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○大玉村介護保険運営協議会委員 

  (敬称略） 

№ 氏  名 役職等 
大玉村介護保険運営

協議会設置規則第３

条 

大玉村地域包括支

援センター設置条

例施行規則第６条 

１ 武田 伸一 民生児童委員協議会会長 ２項１号 １項１号 

２ 遠藤 守雄 老人クラブ連合会会長 

２項２号 １項２号 ３ 後藤 みづほ 大玉婦人会会長 

４ 中條 弥朱 自営業 

５ 
根本 達弥 大玉村社会福祉協議会常務理事

兼事務局長 
２項３号 １項３号 

６ 
佐藤 睦美 グループホームまいんど満天管

理者 

７ 谷 良久 医療法人慈久会理事長 ２項４号 １項４号 

８ 斎藤 泉 大玉村商工会会長 ２項５号 １項５号 

９ 落合 政子 かあちゃん弁当の会代表 

２項６号 １項６号 
10 

岡本 宏二 作業療法士・大玉村生活機能支

援員 
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○「大玉村第９期高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」検討経過 
 

開催年月日 会議名称 内容等 

令和２年１～２月  介護予防・日常生活圏域ニーズ調

査・在宅介護実態調査の実施 

令和２年９月１日 大玉村介護保険運営協議会  大玉村第９期高齢者福祉計画・第

８期介護保険事業計画策定の主な

内容の説明 

 大玉村第９期高齢者福祉計画・第

８期介護保険事業計画（骨子案）

について検討 

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調

査及び在宅介護実態調査の結果に

ついて報告・検討 

 計画策定スケジュール（案）につ

いて検討・調整 

令和３年１月 大玉村介護保険運営協議会 

※委員へ書面配布 

 大玉村第９期高齢者福祉計画・第

８期介護保険事業計画（素案）に

ついて検討 

 介護保険料について検討 

令和３年１月４日 庁議  大玉村第９期高齢者福祉計画・第

８期介護保険事業計画（原案）に

ついて検討 

令和３年１月 21日 議会全員協議会  大玉村第９期高齢者福祉計画・第

８期介護保険事業計画（原案）に

ついて検討 

令和３年２月１日 

～２月 24日 

パブリックコメントの実施  村ホームページ、健康福祉課の窓

口で閲覧 

令和３年２月 25日 大玉村介護保険運営協議会  大玉村第９期高齢者福祉計画・第

８期介護保険事業計画（原案）及

び介護保険料について最終調整確

認 
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